
平成１３年(ワ)第２１１８７号　不正競争行為差止等請求事件
（口頭弁論終結の日　平成１６年２月１０日）
　　　　　　　　　　　　判　　　　　決
　　　　　原　　　　告　　　　　　　　　　株式会社アザレインターナショナル
　　　　　原告訴訟代理人弁護士　　　　　　野　邊　寛太郎
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　村　岡　みち代
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　楠　　　眞佐雄
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　本　郷　　　誠
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　田　中　正　和
　　　　　原告補助参加人　　　　　　　　　Ｂ
　　　　　原告補助参加人　　　　　　　　　Ｃ
　　　　　上記原告補助参加人ら訴訟代理人弁護士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　島　清　嘉
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　川　島　志　保
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　関　本　和　臣
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　中　田　祐　児
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　島　尾　大　次
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　アザレ東京株式会社
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　アザレアゼット株式会社
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　アザレウイング有限会社
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　アザレ武蔵野株式会社
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　Ｇ
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　アザレプロダクツ株式会社
　　　　　被　　　　告　　　　　　　　　　共和化粧品工業株式会社
　　　　　被告ら訴訟代理人弁護士　　　　　濱　崎　憲　史
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　濱　崎　千恵子
　　　　　　　　　　　　主　　　　　文
　１　被告アザレ東京株式会社，同アザレアゼット株式会社，同アザレウイング有
限会社及び同アザレ武蔵野株式会社は，別紙表示目録１ないし３記載の各表示を付
した化粧品，石けん類又は香料類を販売してはならない。
  ２　被告アザレプロダクツ株式会社及び同共和化粧品工業株式会社は，別紙表示
目録１ないし３記載の各表示を付した化粧品，石けん類又は香料類を製造，出荷又
は販売してはならない。
  ３　被告アザレ東京株式会社，同アザレアゼット株式会社，同アザレウイング有
限会社，同アザレ武蔵野株式会社及び同アザレプロダクツ株式会社は，別紙表示目
録１ないし３記載の各表示を付した化粧品，石けん類及び香料類を廃棄せよ。
  ４　被告アザレ東京株式会社は，東京法務局渋谷出張所平成１４年９月５日受付
をもってした同被告の設立登記中，「アザレ東京株式会社」なる商号の抹消登記手
続をせよ。
  ５　被告アザレアゼット株式会社は，東京法務局港出張所昭和６０年４月１１日
受付をもってした同被告の設立登記中，「アザレアゼット株式会社」なる商号の抹
消登記手続をせよ。
  ６　被告アザレウイング有限会社は，東京法務局中野出張所昭和６１年５月２２
日受付をもってした同被告の設立登記中，「アザレウイング有限会社」なる商号の
抹消登記手続をせよ。
  ７　被告アザレ武蔵野株式会社は，東京法務局立川出張所昭和５７年１０月８日
受付をもってした同被告の設立登記中，「アザレ武蔵野株式会社」なる商号の抹消
登記手続をせよ。
  ８　被告アザレプロダクツ株式会社は，大阪法務局八尾出張所昭和６０年７月１
日受付をもってした同被告の設立登記中，「アザレプロダクツ株式会社」なる商号
の抹消登記手続をせよ。
  ９　被告アザレプロダクツ株式会社及び同共和化粧品工業株式会社は，原告に対
し，連帯して１８億３７３７万５３９２円及びこれに対する平成１３年１０月２０
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  10　被告アザレ東京株式会社，同アザレアゼット株式会社，同アザレウイング有
限会社，同アザレ武蔵野株式会社は，原告に対し，連帯して，４億２９００万円及
びこれに対する平成１３年１０月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。



　11　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
　12　訴訟費用については，原告と被告Ｇとの間に生じたものは原告の負担とし，
原告とその余の被告らとの間に生じたものはこれらの被告らの連帯負担とする。
　　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　原告の請求
　１　主文第１項と同じ。
  ２　被告Ｇ，同アザレプロダクツ株式会社及び同共和化粧品工業株式会社は，別
紙表示目録１ないし３記載の各表示を付した化粧品，石けん類又は香料類を製造，
出荷又は販売してはならない。
  ３　被告アザレ東京株式会社，同アザレアゼット株式会社，同アザレウイング有
限会社，同アザレ武蔵野株式会社，同Ｇ，同アザレプロダクツ株式会社及び同共和
化粧品工業株式会社は，別紙表示目録１ないし３記載の各表示を付した化粧品，石
けん類及び香料類を廃棄せよ。
  ４　主文第４項ないし第８項と同じ。
  ５　被告Ｇ，同アザレプロダクツ株式会社及び同共和化粧品工業株式会社は，原
告に対し，連帯して１８億６１２１万７５３４円及びこれに対する平成１３年１０
月２０日（被告ら全員に訴状が送達された日の翌日）から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。
  ６　主文第１０項と同じ。
第２　事案の概要
    　本件は，原告が，別紙表示目録１ないし３記載の各表示（以下，それぞれを
「本件表示１」などといい，これらを併せて「本件各表示」という。）は，自己の
商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであると主張して，不正競
争防止法２条１項１号，３条及び４条に基づき，被告らに対し，本件各表示を付し
た化粧品等の製造，販売等の差止め及び製品の廃棄，並びに「アザレ」を含む被告
らの商号の抹消登記手続を求めるとともに損害賠償を求めている事案である。
　１　前提となる事実関係（当事者間に争いがない事実等。証拠により認定した事
実については，末尾に証拠を掲げた。）
　　(1)　当事者
      ア　アザレインターナショナルは，昭和５２年１０月ころに，個人企業とし
て創業され，本件各表示を付した化粧品，石けん類及び香料類（以下これらを総称
して「アザレ化粧品」という。）の販売を開始した。その後，昭和５３年３月に有
限会社アザレインターナショナルが設立され，昭和５７年１月２０日には組織変更
により株式会社である原告が設立された。
      　　現在の原告代表者であるＡ（以下「Ａ」という。）は，有限会社アザレ
インターナショナルの時代及び原告設立後の期間を通じて代表者の地位にあった。
      イ　被告アザレ東京株式会社（以下「被告アザレ東京」という。）は平成１
４年９月５日に，同アザレアゼット株式会社（以下「被告アザレアゼット」とい
う。）は昭和６０年４月１１日に，同アザレウイング有限会社（以下「被告アザレ
ウイング」という。）は昭和６１年５月２２日に，同アザレ武蔵野株式会社（以下
「被告アザレ武蔵野」という。）は昭和５７年１０月８日に，それぞれ設立登記を
した会社である。
      ウ　被告Ｇ（以下「被告Ｇ」という。）と亡Ｉ（以下「Ｉ」という。）は，
平成５年４月２０日に婚姻届をした夫婦であったが，平成９年１１月４日，Ｉは死
亡した。原告補助参加人Ｂ（以下「補助参加人Ｂ」という。）及び同Ｃ（以下「補
助参加人Ｃ」という。）は，Ｉと先妻Ｊとの間の子である（以下，両名を「補助参
加人ら」という。）。
      エ　被告アザレプロダクツ株式会社（以下「被告アザレプロダクツ」とい
う。）は，昭和６０年７月１日に設立された各種化粧品の製造販売等を目的とする
株式会社であり，被告共和化粧品工業株式会社（以下「被告共和化粧品」とい
う。）は，昭和３４年２月２５日に設立された各種化粧品の製造販売等を目的とす
る株式会社である（弁論の全趣旨）。
    (2)　被告アザレ東京は，平成１２年４月１日ころから，被告アザレプロダクツ
製造に係る「アザレ」の表示を付した化粧品，石けん類又は香料類（以下「被告製
品」という。）を仕入れ，被告アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武
蔵野に販売し，同被告らはそれぞれ傘下の販売員を通じて被告製品を消費者に販売
している（甲２９，３０，７８，１３４ないし１３６，弁論の全趣旨）。
　２　争点及び当事者の主張



　　(1)　本件各表示は原告の商品等表示として，需要者の間に広く認識されている
か
　　　（原告及び補助参加人らの主張）
      ア　アザレ化粧品の創業と本件各表示の考案
　　　　(ア)　Ｉは，昭和３７年ころポーラ化粧品を退職して，Ａ，Ａの夫であっ
たＫ，Ｌ，Ｍらと「ヴァロー化粧品」を創業した。ところが，ＩとＭとの間で「ヴ
ァロー化粧品」の経営方針をめぐって対立が生じたり，「ヴァロー」に別の商標権
者がいることが判明し，事業の継続が困難となったため，ＡとＩは，昭和４５年こ
ろ，「ヴァロー化粧品」の製造販売をやめて，有限会社ジュポンファーイースト
（以下「ジュポン社」という。）を設立し，「ジュポン化粧品」の販売を行うよう
になった。
　　　　　　ジュポン社では，スキンケアとメイクアップが同時にできて手軽に使
え，化粧品公害の心配のない，画期的な水溶性のファンデーションの開発に成功
し，これを「エレガンスカラー」と名付けて発売した。ジュポン社は，当初永田美
研工業にＯＥＭで「エレガンスカラー」の生産を依頼したが，同社が商品の横流し
をしたため，被告共和化粧品と製造請負契約を締結し，同様に同被告に「エレガン
スカラー」をＯＥＭで製造させるようになった。この「エレガンスカラー」はよく
売れ，ジュポン社の顧客層は，茨城県から熊本県までの広い範囲に広がっていっ
た。
　　　　　　ところが，「ジュポン」商標の指定商品に化粧品が入っていなかった
ことや，米国の大手化学メーカー「デュポン」と商標の称呼が類似している等の問
題があったため，事業を継続することが困難となり，昭和５０年ころ，上記両名
は，化粧品販売事業からいったん撤退することになった。
　　　　(イ)　しかしながら，Ｎ（以下「Ｎ」という。）などジュポン社時代の販
売店の熱心な勧誘があったため，Ａ及びＩは，再度化粧品の製造販売事業に乗り出
すこととしたが，過去に商標で大きな失敗をしていたことから，二度とそのような
ことが生じないようにするため，創業に当たっては，消費者に受け容れられ，後々
問題が起きないような商標の考案に重きを置いた。そして，３文字の語感がよいこ
とや，「ア」という文字で始まると縁起がよいと考えて，イスラエルの地名の「ナ
ザレ」から「アザレ」，「ＡＺＡＲＥ」という表示を考案し，本件各表示と同一の
商標をＩを商標権者として商標登録した（以下本件各表示と同一の登録商標を「本
件各商標」といい，その商標権を「本件各商標権」という。）。そして，Ａ及びＩ
はアザレ化粧品の販売を開始した。
　　　　(ウ)　このように，本件各表示の考案と原告の設立，そして，原告による
本件各表示を使用したアザレ化粧品の製造販売は，密接不可分の関係にあり，本件
各表示は，アザレ化粧品の出所が原告であることを明らかにする目的で考案され，
原告以外の者が使用することを想定していないものである。
　　　イ　本件各表示の使用
　　　　(ア)　原告の前身である個人経営のアザレインターナショナルは，昭和５
２年１０月１５日，「アザレグレイスカラー」を被告共和化粧品にＯＥＭ製造させ
て販売し始めた。この化粧品はＡ及びＩがジュポン社の時代に開発し，被告共和化
粧品にＯＥＭ製造させていた「エレガンスカラー」と同様の水溶性ファンデーショ
ンであり，被告共和化粧品との製造契約の内容もジュポン社の時代とほとんど同じ
内容であった。その後においても，新製品の商品企画は原告が立てていたもので，
被告共和化粧品は原告の指示に従って製品化を行っていたにすぎない。
　　　　(イ)　そして，原告が販売するアザレ化粧品は，他社の化粧品と区別する
ために，すべての製品について自然派化粧品を標榜し，原告の広告宣伝活動の結
果，本件各表示は，原告の製造販売するアザレ化粧品が自然派化粧品であることの
品質を保証する役割を果たしてきた。
　　　　(ウ)　商品等表示を「使用する」とは，単に表示を付した商品の製造又は
販売に関与しているというだけでは足らず，当該商品の出所が表示の使用者自身に
あることが対外的に表示されている状態で商標を使用することが必要であるとこ
ろ，そのような意味において本件各表示を使用していたのは原告以外にない。被告
共和化粧品が製造及び梱包の場面で本件各表示を使用しているとしても，法的評価
においては，原告による表示使用の概念に包含されてしまい，独自の使用とはいえ
ないものである。
　　　ウ　商標使用料の負担
　　　　(ア)　原告とＩの間では，本件各表示は原告のみが使用するという約束が



されていた。そして原告は，昭和５４年１月ころから，Ｉに商標使用料を支払うよ
うになり，その後同人が節税を目的として有限会社ワンダフル（以下「ワンダフ
ル」という。）を設立し，本件各表示を含むアザレ化粧品関係の商標を無償貸与し
たので，昭和５７年３月ころからは同社に本件各表示を含む商標使用の対価として
商標使用料を支払うようになった。
　　　　(イ)　原告とワンダフルとの間には本件各商標を含む商標の使用許諾契約
が締結されており，そのなかで，原告は，ワンダフルに対して，小売定価の２パー
セントを商標使用料として支払う旨を約している。原告は，各本舗に小売定価の２
５パーセントでアザレ化粧品を販売しているので，ワンダフルに支払っている商標
使用料は，原告の売上高の８パーセントにもなり，その額は，昭和５７年から平成
１１年までの１８年間で６４億円もの巨額に及んでいる（別紙「売上高・営業利
益・商標使用料比較一覧表」参照）。
　　　　(ウ)　そして，原告以外にワンダフルあるいはＩに対して商標使用料を支
払ったものはおらず，また，原告以外に本件各表示の使用許諾を受けた者もいない
のであって，原告とＩ及びワンダフルとの関係は，本件各表示に関する独占的通常
使用契約関係であると解される。
　　　エ　原告による周知性の獲得等
　　　　(ア)　原告は，アザレ化粧品の広告宣伝及び販売促進のため，毎年莫大な
費用を投じている。その額は，別紙「売上高・広告宣伝費・販売促進費比較一覧
表」記載のとおりである。具体的には，広告宣伝としては，全国紙への新聞広告や
雑誌等への広告の掲載を行っていたほか，販売促進としては，各本舗に対して販売
奨励金を支払ったり，販売促進用の品物を本舗，販社，販売員に無料交付したりし
ていた。
        　　このように，原告は，新聞や雑誌を通じて，アザレ化粧品そのもの，
及びこれが自然派化粧品としての特徴を有していることなどを，直接需要者である
消費者に広告宣伝し，また，傘下の本舗，販売店，販売員には大量の販売促進品を
交付し，もしくは，販売奨励金を支払ったりして，アザレ化粧品の知名度を高めて
いったものであり，このような広告宣伝，販売促進活動は原告以外には行っていな
い。各本舗がパンフレットを作成したり，講習会を行っていた事実があったとして
も，原告から支払われる販売奨励金によって，自ら顧客に対する販促活動を行って
いたものに過ぎない。
　　　　(イ)　さらに，原告は，次のとおり，商品販売後の品質管理，顧客のクレ
ーム処理，横流し対策など，アザレ化粧品の信用を守るための活動を行い，新たな
製品開発も行っていた。
　　　　　ⅰ　原告は，アザレ化粧品の発売後，これに問題が生じていないかどう
か，顧客に受け入れられているかどうか，本舗，販売店，販売員を通じて入ってく
る情報を分析し，株主定例会などにおいて意見交換して，改善すべき点があれば，
被告アザレプロダクツ（実態は被告共和化粧品）に指示して改善させていた。
　　　　　ⅱ　原告は，ＰＬ法相談室を設置して，本舗等を通じて寄せられる顧客
のクレームに対処していたほか，製造物責任に関する損害賠償責任保険にも自己の
名義で加入していた。
　　　　　ⅲ　原告は，株式会社コスメティックトーキョーがアザレ化粧品の製造
番号等を削り取って不正に安売り販売をしていることについて，薬事法違反で刑事
告発したり，同社に横流ししていた静岡本舗に対して出荷停止措置を講じるなど対
面販売のシステムの維持に努めてきた。
　　　　　ⅳ　原告は，福岡研究所に薬剤師を雇用し，新たな製品開発を行ってき
た。
　　　　(ウ)　以上の結果，原告は，被告アザレプロダクツがアザレ化粧品の製造
を始めた昭和６１年２月ころまでに，全国に本舗網を広げ，アザレ化粧品の主力製
品をその時点でほとんど商品化するに至っていたのである。
　　　　　　そして，原告が株式会社に組織変更された昭和５７年の売上高は６億
７６２８万０７６０円であったが，毎年この売上高が急速に大きくなり，平成１１
年の売上高は６２億８３２５万７２１８円にも及んでいる。これは原告の本舗に対
する売上高であるから，末端の消費者に対する売上高はこれの４倍にあたる約２５
０億円にもなっていた。
　　　　　　このような急速な売上高の増加は，アザレ化粧品の自然派化粧品であ
るという特徴が消費者に受け入れられたことと，原告による莫大な費用を投じての
広告宣伝活動及び販売促進活動の成果なのである。また，そのことによって，アザ



レ化粧品が原告の製造販売する化粧品であり，本件各表示はアザレ化粧品の出所を
明らかにし，品質を保証するものであることが，全国的に周知されていった。
　　　オ　まとめ
　　　　　以上を総合すると，原告は，ジュポン社時代に開発した商品をＯＥＭメ
ーカーである被告共和化粧品工業に製造させ，ジュポン社時代に培った取引先を対
象として，アザレ化粧品の販売を始めたものであること，本件各表示はアザレ化粧
品が原告の製造販売する化粧品であり，かつ，これが自然派化粧品であることを明
らかにする目的で，創業以来２４年以上もの長きにわたり原告のみが専用し，同表
示使用の対価として６４億円にのぼる莫大な商標使用料を支払ってきたものである
こと，原告は創業以来莫大な費用を投じてアザレ化粧品の広告宣伝及び販売促進を
行い，その結果，アザレ化粧品が全国的な知名度を獲得したものであること，販売
後の品質管理，クレーム対策，横流し対策などを行い，アザレ化粧品の信用を守る
とともに，新たな商品の開発を行ってきたのは原告のみであること，被告アザレプ
ロダクツや同共和化粧品はアザレ化粧品を下請け製造してきたにすぎないことが認
められるというべきである。
　　　　　不正競争防止法２条１項１号の主体として保護されるべき者は，当該商
品等表示を使用して自らの計算において商品を製造販売していると評価される者，
若しくは当該商品を開発，製造，販売するに当たり，費用や労力を投下するなどし
てリスクを負担した者と解されるところ，上記の各事情に照らすと，本件各表示に
関してそのような立場にあるのは原告のみであるから，原告は本件各表示の商品等
表示主体であり，かつ，本件各表示は，原告の商品等表示として周知になっていた
ものというべきである。
　　　（被告らの主張）
　　　　原告及び補助参加人らの主張は否認する。
　　　ア　本件各表示は，「アザレグループ」すなわち，原告及び被告ら全員（被
告共和化粧品を除く。）の商品等表示として周知であるから（被告アザレプロダク
ツは被告共和化粧品から周知性を承継したものである。），原告のみが本件各表示
に関する商品等表示主体であり，かつそれが周知であるとする原告及び補助参加人
らの主張は誤りである。原告は，少なくとも被告らに対する関係では，他人の商品
等表示であることを主張することはできないと解すべきである。
　　　イ　原告と被告らとの関係
　　　　(ア)　「アザレグループ」は，化粧品業界のなかでも，次のとおり，極め
て特徴的なグループ形態をとっている。
　　　　　　①商標権者Ｉ（相続人被告Ｇ）
　　　　　　②商標管理及び組織拡大を担当するワンダフル
　　　　　　③「製造」権を専有してきた被告アザレプロダクツ
　　　　　　④「販売」の総代理店としての原告
　　　　　　⑤現実に市場における販売を担当する本舗以下の販売代理店組織
　　　　　　通常は，①ないし④が一体の法人として「本社」を形成しているのが
一般的な企業形態であるが，「アザレグループ」は，このように分社化されるとい
う際立って特徴的なグループ構成と役割分担が行われていた。原告及び補助参加人
らの主張は，一般の企業と同一視して，②，③及び④に分割された役割分担を，す
べて④の原告の権限であると主張するものであるが，全く実態に反する主張であ
る。①，②と共に，③も別人格を有する法人として設立され，単なる下請以上の地
位を有し，それぞれＩの許諾を得て社名，印刷物等に本件各表示を使用し，アザレ
化粧品の「製造」あるいは「販売」に携わってきた。
　　　　　　いいかえると，原告だけでなく被告らは，顧客吸引力等を保護発展さ
せるという共通の目的の下に結束してきたグループ構成員である。したがって，本
件各表示についても，原告のみならず「アザレグループ」を構成する全員に商品等
表示主体性を認めるべきである。
　　　　(イ)　言い換えれば，すべては商標権者Ｉの意思のもとで，同人の指示に
従って築かれてきた「グループ」間の契約関係として本件当事者の関係を捉えるべ
きなのである。原告及び補助参加人らは，ＩとＡが共同してアザレ化粧品事業を創
業，推進してきたかのような主張をするが，事実と異なる。化粧品事業を行ってい
たのはＩ１人であり，ＡはＩの愛人として秘書的な役割を行っていたに過ぎない。
　　　　　　原告及び補助参加人らは，原告すなわち「アザレインターナショナ
ル」をグループの中心に置くところからスタートしているが，そこに根本的な誤り
の出発点がある。本件では，原告がグループの中心であったか否かという点自体が



中心的な争点なのである。Ｉが原告の株式の過半数を有し，同社の代表取締役であ
ったのであれば，原告及び補助参加人らの主張も理解できるが，Ｉは原告の株式も
４分の１しか持たず，代表取締役にも就任しなかった。そして自らは商標権を保有
することによってグループを支配してきたのである。すなわち，ワンダフルを設立
して，ワンダフルに無償使用権を与え，ワンダフルから原告に再使用を許諾すると
いう方法をとって，ワンダフルを介して原告を支配してきたのである，Ｉが自分を
化体する存在としてのワンダフルを原告や被告らの上位に置いて「グループ」の構
成を考えていたことは，商標権を個人に残し，ワンダフルに無償貸与するという方
法をとったことによって明らかである。
　　　　(ウ)　ワンダフルとの関係について
　　　　　　ワンダフルは，Ｉとその家族のために用意された法人である。原告と
ワンダフルとの商標使用許諾契約は，原告が商標権者の指示に従うことを前提に締
結されているものであり，商標権者であり，ファミリー企業であるワンダフルの意
思決定権者であったＩの意思を無視し，対立するようになった場合には使用許諾契
約は解除されるというのが商標権者及びワンダフルの意思であったというべきであ
る。
　　　　(エ)　被告アザレプロダクツ及び被告共和化粧品との関係について
　　　　　　被告アザレプロダクツは，「アザレグループ」の関係においては，被
告共和化粧品の権利をそのまま引き継いだものであるが，その代表者Ｈ（以下
「Ｈ」という。）は，①有限会社アザレインターナショナル設立以前からアザレ化
粧品の立ち上げについてＩと協力し，②本舗の開拓にも同行し，契約が成功すれば
「立会人」として契約書に記名捺印し，③製造能力に問題があっても共和化粧品が
「製造元」として下請けメーカーに作らせることができる等の，明らかに「単なる
下請けメーカー，ＯＥＭメーカー」といわれる立場を越えて，Ｉと利害を共有して
きた。
　　　　　　このような事情に照らせば，被告共和化粧品及び被告アザレプロダク
ツは，アザレ化粧品については単なるＯＥＭメーカーではなく「独占的製造権」を
与えられていたことが明らかである。
　　　　　　原告及び補助参加人らは，被告アザレプロダクツが製造したアザレ化
粧品の全量を注文者である原告に納品していることをもって，被告アザレプロダク
ツが単なるＯＥＭメーカーであると主張する。しかしながら，Ｉが創業し，原告を
販売会社として設立し，被告アザレプロダクツを製造会社として設立し，原告から
被告アザレプロダクツにのみ注文させ，被告アザレプロダクツは製造したアザレ化
粧品を原告以外に販売してはならないという本件の事情の下において，単なるグル
ープの一員にすぎない原告が，「全量の納品を受けている」という一事を根拠に，
グループ中の原告のみが商品表示の主体であり被告アザレプロダクツは単なるＯＥ
Ｍメーカーであると主張するのは，あまりにも強引な議論というべきである。
　　　　　　さらに，原告及び補助参加人らは，被告アザレプロダクツが工場設
備，営業設備について所有権を有していないことを理由にペーパーカンパニーであ
るなどと主張するが，否認する。被告アザレプロダクツは，ＨがＩから「そろそろ
専用工場を作って欲しい」と要請され，Ｈがこれに応じたことから設立された会社
である。被告アザレプロダクツの本社及び工場は被告共和化粧品の本社及び工場と
は全く別の，数百メートル離れているところに独立して位置しており，従業員も存
在する。必要な設備が賃貸物件，リース物件であっても十分に製造はできるのであ
る。被告アザレプロダクツの工場が被告共和化粧品の所有名義になっているのは，
初期段階での投資リスクを回避するために，被告共和化粧品の資力で工場を建設
し，それを被告アザレプロダクツが借りて使用しているのであって，決して珍しい
形態ではない。あらゆる業界で日常的にみられる経営形態のひとつであり，「所有
権がなければペーパーカンパニーである」という原告及び補助参加人らの決めつけ
こそ非常識というべきである。ちなみに，被告アザレプロダクツは，現在は建物の
着工を中止しているが，自己所有の工場を新築する予定で土地を購入し，資産も所
有している。
　　　　(オ)　本舗との関係について
　　　　　　被告共和化粧品及び被告アザレプロダクツの場合と同様，各本舗を開
拓・面接し，本舗として採用したのも，本舗と原告の契約内容を決定したのも，す
べてＩ本人であって，本舗候補者と面接する際は，「被告共和化粧品の社長」とし
てのＨを同行し，契約書に立会人としての記名捺印も求められた。そこにはＡの意
思は一切は入っていない。本舗の販売活動が自動的にＡ個人の利益となるように組



織化したのは，ワンダフルがＩの家族のために用意された法人であるのと同様，Ｉ
のＡに対する配慮であって，原告はＩがＡの生活を考えて設立した法人であり，原
告もＩの意思の下に組織化された他のグループ構成員と同様の立場であったことは
明らかである。
　　　ウ　本件各表示は「アザレグループ」の商品等表示であること
　　　　(ア)　以上の事実から明らかなとおり，本件各表示は，Ｉをリーダーとす
る「アザレグループ」全体を表示するものであり，自他識別機能もアザレ化粧品と
他の化粧品を識別するものであって，原告と全国の各本舗や被告アザレプロダクツ
を識別する表示としては機能していなかった。
　　　　　　原告及び補助参加人らの主張は，アザレ化粧品のブランドがＡとＩに
よって形作られたものであること，被告共和化粧品及び被告アザレプロダクツが単
なる下請業者に過ぎないという誤った前提に立って主張されているものである。上
述のとおり，原告の経営は，Ｉ存命中はすべてＩに委ねられており，Ａの意思が入
り込む余地はなかったのであるし，Ｉの販売に関するセンスを吸収し，実際に「植
物性」ないし「自然派化粧品」を作り出してきたのはＨである。
　　　　(イ)　また，誰を商品等表示の主体とするかは，基本的には商標権者であ
ったＩの意思に従って決定されるべきである。そして，Ｉとの間で使用許諾契約書
等の文書は作成されていなくとも，口頭の合意に基づき，被告共和化粧品及び被告
アザレプロダクツが製造を独占し，「製造元」の表示を行い，商品説明等の文書を
作成してきたこと，アザレ化粧品は本舗を通じてしか販売されず，本舗の仕入れ価
格についても，一般の訪問販売企業が上代（小売価格）の約４０％であるのにアザ
レ化粧品の場合は２５％と，本舗にとって格段に有利であった反面，パンフレッ
ト，カレンダー，紙芝居等の作成，販売員の教育等は，原告ではなく，すべて本舗
により行われ，本舗が都道府県単位の「総代理店」として販売権を独占し，自己エ
リア内で自己の費用と責任で販売を行ってきたことは，長年の歴史からみて争いよ
うのない事実である。
　　　　　　Ｉは，被告らにこのようにそれぞれ役割を分担させ，各自が自らの費
用と責任で各自の役割を実行することを求め，その範囲内での本件各表示の使用を
認めてきたのである。これが「グループ」ではなくて何であろうか。
　　　　　　Ｉが被告アザレプロダクツを製造元とし，原告を発売元，本舗を小売
業者（現実にはその下に販社・営業所を作って卸売り形態としているが，これは本
舗に所属する歩合制の販売員であり，本舗が小売活動の中心となっている。）とい
う役割分担を定めた以上，その役割に従って，別法人である被告アザレプロダクツ
と原告との間に製造委託契約が成立し，原告と各本舗との間で販売代理店契約が成
立するのは当然である。原告と被告ら間では，このようなＩの定めた役割分担に従
って，グループ内の契約関係が発生しただけのことであって，本件各表示の表示が
原告単独のものとする理由は全くない。
　　　　(ウ)　さらに，被告アザレプロダクツは，アザレ化粧品の各商品に「製造
元」として表示されることにより，本件各表示を自己の商品表示として使用してい
た事実も存在する。原告及び補助参加人らは，「製造元」の表示には薬事法上の意
義しかないと主張するが，化粧品業界においては，むしろ「製造元」が大手のメー
カーとして商品表示の主体とみられるべき場合が多いのであって，原告及び補助参
加人らの批判は当たらない。
　　　エ　周知性の獲得について
　　　　　「アザレグループ」の販売方法の特徴は，各都道府県単位で一本舗制を
敷き，各都道府県を「専売地域」として各本舗に独占販売権を与えるかわりに，宣
伝費等の営業活動に要する費用も各本舗の自己負担とし，各本舗により各専売地域
に限定した販売が行われてきたということである。
　　　　　原告及び補助参加人らは，莫大な宣伝費や販促費の支出を強調するが，
これはＩの晩年に近付いて，アザレ化粧品が急成長をとげ，原告にも大きな利益が
入るようになってからのことである。「周知性の獲得」とは，原告がこのような費
用を負担できるようになるまでの過程であって，「宣伝」や「販促品の交付」は，
アドバイザーに「自分達は有名化粧品を販売している」というプライドを持っても
らうために行われるものであり，訪問販売の場合，それによって売上が上がること
はない。そもそも，原告の従業員はわずか３名にすぎなかったのであり，このこと
からも，原告は「発売元として表示される役割」を与えられただけで，現実に販売
活動を行うような実体を備えるものでなかったことが明らかである。原告による宣
伝等には別の目的があった。即ち，Ａは，コスモという別会社を作り，すべての宣



伝，販促品の注文はコスモを通して行った。そして，原告は宣伝費，販促費として
支払われる金額のうち最低３割を何もせず，コスモの利益としてプールしていった
のである。
　　　　　このように，アザレ化粧品の周知性獲得には，初期の段階は，ＩとＨが
全国を回ることにより，次には販売指定店となった本舗の販売活動が加わることに
よって，売上が増え利益が増え，ある程度の周知性を獲得してから原告名での宣
伝，販促品の提供が始まったのであって，周知性獲得は，メーカーとしてのＨの信
用と本舗の「直接販売」による販売活動のたまものであったというべきである。
　　　　　原告及び補助参加人らは，被告アザレプロダクツの設立以前にアザレ化
粧品が原告の商品であり，本件各表示が原告の商品表示であることの周知性が確立
していたとして，「アザレグループ」が商品表示の主体となり得ることはないと主
張する。しかしながら，「アザレグループ」の分裂前においては，双方とも一つの
グループとしてお互いに商号その他に本件各表示を使用してきたのであって，その
際には本件各表示の使用が問題となることはなかった。本件は，グループ「分裂」
後の問題として，一方のグループである「原告」が他方のグループの被告らに差止
めを求め得る合理的な根拠を有するか否かという問題である。「分裂」後，従来と
全く異なる内容の商品に「アザレ」の名前だけ付けて販売する原告の行為こそ許さ
れないというべきである。
　　　オ　以上のとおり，被告共和化粧品を除くいずれの法人被告も，「アザレグ
ループ」の分裂前から，Ｉの許諾を得て社名，印刷物等に「アザレ」の商標を使用
し，アザレ化粧品の製造，あるいは販売に携わっていた。そして，グループ分裂に
際して商標権者の被告Ｇのグループを選択し，社名印刷物等に「アザレ」の商標を
使用してきたのである。
　　　　　なお，被告アザレ東京は，本件分裂後に設立された会社であるが，その
代表者のＤ（以下「Ｄ」という。）は，上記のとおりＩから，アザレ化粧品の販売
会社である被告アザレ武蔵野にアザレ化粧品関係の商標を使用することを認められ
ていたのであり，元の東京本舗であった「アザレコーポレーション」が独立する気
配が生じてから，他の販社である被告アザレアゼット，被告アザレウイングの２社
と共に新本舗として被告アザレ東京の前身となるアザレ東京有限会社を設立したの
である。したがって，Ｄは生前のＩより，「アザレ」の商標を社名に使用する包括
的な使用許諾を得ていたというべきである。また，被告アザレ東京は元東京本舗の
「アザレコーポレーション」時代からのアザレ化粧品に関する営業活動をそのまま
継続しているのであり。周知性，営業主体性を承継しているというべきである。
　　　（原告及び補助参加人らの再反論）
　　　　被告らの主張は失当である。以下に述べるとおり，被告アザレプロダクツ
はペーパーカンパニーに過ぎず，本件各表示が同被告の製造・販売する商品を表示
するために使用されたことはないので，同被告や「アザレグループ」が本件各表示
につき商品表示の主体になることはない。
　　　ア　被告アザレプロダクツ及び同共和化粧品は「アザレ化粧品」をＯＥＭで
製造しているものにすぎず，商品表示の主体にはなり得ない。
　　　　(ア)　被告共和化粧品はＯＥＭの専業メーカーである。
　　　　　　被告共和化粧品は，創業以来，化粧品のＯＥＭ製造を専業に行ってき
た会社である。自社のブランドで化粧品を製造して販売したことはない。現に，被
告共和化粧品は，現在も４０社程から化粧品のＯＥＭ生産を請け負っている。この
ように，被告共和化粧品は，化粧品のＯＥＭ製造の専業メーカーなのである。
　　　　　　そして，中身を製造し，供給を受けた瓶に充填して，外箱で包装する
というのがＯＥＭ製造の一般的な形態であるが，このような場合，その商品の所有
者はブランドを表示した注文主であることは，Ｈ自身認めているところである。
        (イ)　原告と被告共和化粧品との間の製造契約はＯＥＭ契約である。
　　　　　　被告共和化粧品は，ジュポン社のときと同様に，原告との間でアザレ
化粧品の製造契約を締結した。
　　　　　　ジュポン社と被告共和化粧品の間の製造契約書及び原告と被告共和化
粧品との間の製造契約書は，①いずれもジュポン社ないし原告の供給する瓶に被告
共和化粧品が中身を製造して充填し，これを外箱で包装して，②ジュポン社ないし
原告の指示する顧客に送付すること，③被告共和化粧品は，ジュポン社ないし原告
の指示によらないで化粧品の製造を行ってはならず，顧客との直接取引は厳禁する
こと，など基本的な内容において同一であった。
　　　　　　この点，Ｈ自身，原告と被告共和化粧品との間との製造契約がＯＥＭ



契約であることを認めている。
　　　　(ウ)　注文者の計算において，下請け製造業者が注文者の指示どおりに製
品を製造し，その全部を注文者に納入して，自分自身では独自に販売しないという
「ＯＥＭによる製造」は，注文者の１機関として，注文者の商品を製造しているの
であって，製造業者が自分の商品を製造しているものではないというべきである。
これまでの判例や学説も同様に解している。
　　　　　　したがって，ＯＥＭによって製造された商品は注文者のものであり，
その商品に付された表示は，その商品が注文者のものであることを示す商品表示で
あって，その商品の出所が製造者自身にあるとはいえない。
　　　　　　本件の場合にも，被告共和化粧品はＯＥＭでアザレ化粧品を製造して
いることはＨ自身が認めており，また，同アザレプロダクツは，後に述べるよう
に，原告に帰属する本件各表示の信用を守るために設立されたペーパーカンパニー
であって，化粧品製造の実態がないことからして，同被告らは本件商品表示の主体
であるとはいえない。
　　　　(エ)　被告らは，アザレ化粧品の各商品に「製造元」として被告アザレプ
ロダクツの表示がなされていることから，被告アザレプロダクツも本件各表示を商
品表示として使用していると主張するが，これは，薬事法が化粧品につき製造元の
表示を義務付けているためであって，このような表示があるからといって，被告ア
ザレプロダクツが本件各表示を商品表示として使用しているということはできな
い。
　　　イ　本件各表示が被告アザレプロダクツを含む複数の者（アザレグループ）
を表示する商品表示であるとするのは誤りである。
　　　　(ア)　商品表示の主体としての「アザレグループ」は存在していない。
　　　　　　被告アザレプロダクツは，ペーパーカンパニーに過ぎず，実際にアザ
レ化粧品の製造を行っていた事実はない。被告共和化粧品は，アザレ化粧品をＯＥ
Ｍで製造していたものである。
　　　　　　また，原告と本舗との間の販売契約は，本舗は決められたテリトリー
内において，原告から供給される化粧品のみを販売し，他社の化粧品はもちろんの
こと，化粧品以外の商品すら販売できないという極めて拘束力の強い専属的販売店
契約というべきものであって，本舗は，周知商品等表示の付された商品の流通に関
与しただけのものであるか，仮に本件各表示の商品表示としての信用が本舗に帰属
しているとしても，それは原告の商品を販売する行為を通じてのことであって，本
舗が原告の信用を離れて独自の信用を有するものとはいえない。
　　　　　　したがって，本件商品表示に対する信用が，被告アザレプロダクツ，
同共和化粧品や本舗にまで帰属しているとは到底認められない。
　　　　　　原告は，本件各商標についてＩとの間で独占的通常使用契約を締結
し，本件各表示を使用したアザレ化粧品を被告共和化粧品に製造させ，これを本舗
に販売させてきたのである。すなわち，アザレ化粧品は原告の商品であり，本件各
表示はこれが原告の商品であることを表示するために考案されて専用されてきたも
のであるから，本件各表示についての商品表示の主体は原告であり，「アザレグル
ープ」は商品表示の主体ではない。
　　　　(イ)　被告アザレプロダクツの設立以前にアザレ化粧品が原告の商品であ
り，本件各表示が原告の商品表示であることの周知性は確立していた。
　　　　　　原告は，昭和５２年１０月に個人創業され，被告アザレプロダクツが
設立された昭和６０年までの間，８年間にわたり，被告共和化粧品に「アザレ化粧
品」を製造させ，本舗を通じて消費者に販売していたのである。そして，原告は，
ジュポン社の時代の自然派化粧品という製品理念，「エレガンスカラー」という商
品，得意先など，「ジュポン化粧品」の実績をもとにして化粧品事業を始めたもの
である。
　　　　　　原告は，昭和５２年に「グレイスカラー」を発売したのを皮切りに，
相次いで新製品を発売し，かつ，本舗網の拡充を行ったのであり，その結果，アザ
レ化粧品は急速に売上を伸ばした。
　　　　　　そして，昭和６０年の時点で，既に２６種類のアザレ化粧品が売り出
されて，原告の主力製品はほとんど商品化されていたばかりか，本舗網も北海道か
ら沖縄まで全国的に形成されていた。その結果，卸売価格として１５億３４６２万
０２００円，小売価格として約６０億円にも及ぶアザレ化粧品が市場で販売され，
販売個数は１５０万個から２００万個にも達していたのであるが，この昭和６０年
という年に，アザレ化粧品を製造していたのは，前述のとおり，被告共和化粧品で



あって，同アザレプロダクツではなかったのである。
　　　　　　周知性が確立されたかどうかを判断するに当たっては，当該商品や役
務の種類，取引実態，取引慣行，宣伝活動の態様及び商品等表示の内容等によって
総合的に判断されるべきものであるが，「ジュポン化粧品」を原点とする「アザレ
化粧品」が発売されて８年も経過し，被告アザレプロダクツが設立された昭和６０
年の時点では，上記のとおりのアザレ化粧品が市場で販売され，原告の広告宣伝費
が３億４３１９万８７８０円，販売促進費が７０５５万９０８７円にも及んでいた
のであるから，この時点においてアザレ化粧品が原告の商品であり，本件各表示が
原告の商品表示であることについての全国的な周知性は既に確立されていたという
べきである。
        　　したがって，被告アザレプロダクツの設立以前にアザレ化粧品が原告
の製品であり，本件各表示が原告の商品表示であることの周知性は確立していたと
いうべきであるから，本件各表示が被告アザレプロダクツを含む「アザレグルー
プ」の商標として周知であるということはあり得ない。
　　　　(ウ)　被告アザレプロダクツはペーパーカンパニーに過ぎず，本件各表示
は同被告の商品を表示するものとはいえない。
　　　　　　被告アザレプロダクツは，同共和化粧品が数多くの会社の化粧品をＯ
ＥＭメーカーとして製造していることから，アザレ化粧品と他の化粧品を区別し，
それによって，本件各表示の信用を守るために設立されたものである。それゆえ，
被告アザレプロダクツは，対外的に原告の専用工場で製造されているという外形さ
え示すことができればよく，実際にアザレ化粧品を製造する必要はなかったのであ
る。
　　　　　　そうであるからこそ，被告アザレプロダクツは，製造設備を全く所有
しておらず，従業員が一人もいなかったのであり，被告アザレプロダクツの決算書
上，売上原価は「製造原価」ではなく，（被告共和化粧品からの）「仕入高」とし
て記載され，製造原価報告書も添付されていないのである。被告アザレプロダクツ
がアザレ化粧品の製造を行っている実態があれば，当然貸借対照表に計上されるは
ずの，「製品」，「仕掛品」，「原材料」なども同社の決算書には記載がない。さ
らに損益計算書では，原告に対する売上高と被告共和化粧品からの仕入高が全く同
額で，仕入割戻高が被告アザレプロダクツの利益になるという極めて変則的な決算
を行っている。
　　　　　　これらの事実を総合すれば，被告アザレプロダクツは，アザレ化粧品
が専用工場で製造されているとの外観・外形を示すことだけを目的に設立されたペ
ーパーカンパニーであって，実際は，同被告の設立後も，被告共和化粧品がすべて
のアザレ化粧品を製造していたものであり，被告アザレプロダクツがアザレ化粧品
を製造していた事実のないことは明らかである。
        (エ)　被告共和化粧品がアザレ化粧品の製造方法の確立に貢献したのは下
請製造業者として当然の行為である。
　　　　　　Ｈ自身認めるように，①ＯＥＭ製造業者にとって，ＯＥＭ生産の受注
に当たっては，その処方を発注先がきちんと決めて，これでやってくれといって依
頼が来ることはほとんどなく，およそのイメージを示されてそれに合うように製品
を開発してゆくのが９割を占めており，②被告共和化粧品の研究室や試験室は，注
文者の依頼に合うような化粧品を開発するための役割を果たしているのである。し
たがって，被告共和化粧品が，原告から発注を受けたアザレ化粧品について，これ
を商品として開発することや，大量生産する方法を確立することなどは，ＯＥＭ製
造業者として当然のことをしたまでであり，このようなことをもって，被告アザレ
プロダクツがアザレ化粧品の周知性獲得に当たって寄与をしてきたと判断すること
はできない。
        (オ)　被告アザレプロダクツが販売網の整備に当たって相応の寄与をした
ことはない。
　　　　　　アザレ化粧品の創業時から平成２年ころまでの販売指定店契約書に
は，被告共和化粧品又は被告アザレプロダクツが立会人として署名しているが，同
契約書には，被告共和化粧品若しくは同アザレプロダクツだけではなく，Ｏ弁護士
もしくはＰ弁護士が立会人となっている。このことから分かるように，上記契約書
に被告共和化粧品や同アザレプロダクツが立会人として署名しているのは，同被告
らと販売店の双方に原告以外からの商品の購入は許されないことを知らしめ，も
し，同被告らが直接販売店に商品を販売するような事態になれば，Ｏ弁護士らがし
かるべき法的手段を講ずることを認識せしめて，永田美研工業の場合のような，製



造業者と本舗との直接取引を防止しようとすることにその目的があったのである。
　　　　　　したがって，被告共和化粧品や同アザレプロダクツが，販売指定店契
約書に立会人となっていることをもって，販売網の整備に当たって相応の寄与をし
たということはできない。
　　　　(カ)　消費者は「アザレグループ」をもってアザレ化粧品の出所とは認識
していない。
　　　　　　アザレ化粧品の紹介記事をみても，そこに表示されているのは「アザ
レ」あるいは「ＡＺＡＲＥ」という表示であり，社名が紹介されている場合も，常
に「アザレインターナショナル」なのであって，被告共和化粧品や被告アザレプロ
ダクツの表示は一切ない。そればかりか，原告は雑誌や新聞紙上で継続的に広告宣
伝を行ってきたが，常に原告の名前のみで行っている。
　　　　　　このように雑誌や新聞において，被告共和化粧品や同アザレプロダク
ツの名前は一切出されていないのであるから，消費者は，同被告ら，もしくは，被
告アザレプロダクツを含めた「アザレグループ」をもってアザレ化粧品の出所であ
るとは認識していない。
　　　　(キ)　このように，アザレ化粧品は，昭和５２年に創業して以来，被告ア
ザレプロダクツが設立された昭和６０年まで８年間にもわたり，被告共和化粧品が
ＯＥＭ製造しており，この間に本件各表示が原告の商品表示であることの周知性が
確立されており，また，自分の商品としてアザレ化粧品の製造を行っていない被告
アザレプロダクツに，本件各表示の信用が一部であるにせよ帰属するはずもなく，
さらに一度も被告アザレプロダクツないし「アザレグループ」の商品であると宣伝
されたこともなく，女性誌などで取り上げられたことはないので，「アザレグルー
プ」が本件各表示に関する商品表示の主体であるということはできない。
　　　ウ　以上のとおり，被告アザレプロダクツあるいは同被告を含む「アザレグ
ループ」が本件各表示に関する商品表示主体ということはできないところ，アザレ
化粧品を製造している被告共和化粧品は，原告と被告アザレプロダクツとの契約に
基づいて本件各表示を使用して化粧品を製造しているものにすぎない。この関係
は，親会社から許諾を受けて商号を使用したり，家元の承諾の下に流派の名称を名
乗っている場合，あるいは，フランチャイザーやライセンサーの許諾を受けて商号
や営業表示を使用している場合と同じである。このような場合に許諾や承諾がなく
なれば，商号を使用することができなくなるのは明らかであるから，本件において
も，原告とのアザレ化粧品製造契約が解除された場合には，被告共和化粧品及び被
告アザレプロダクツは本件各表示を使用することは許されない立場にあるものとい
うべきである。
　　　エ　仮に，Ｉ存命中において「アザレグループ」なるものが商品表示主体と
みられる余地があったとしても，原告こそが「アザレグループ」の中核企業であ
り，被告アザレプロダクツや同共和化粧品は「アザレグループ」から離脱した以
上，本件商品表示を使用することは許されないというべきである。
　　(2)　Ｉから被告Ｇを除く被告らに対して本件各商標の使用許諾があったか
　　　（被告らの主張）
        被告Ｇを除く被告らは，以下に述べるとおり商標権者であったＩから本件
各商標の使用許諾を得たものである。
　　　ア　事実経過
　　　　(ア)　昭和５０年ころ，Ｉはいったん化粧品業界から身を引き，福岡に引
きこもったが，その才能を惜しんだＨがたびたび福岡を訪れ，「自分が化粧品を作
るので販売して欲しい」と要請を続けた結果，Ｉは，再び「アザレ」の商標登録を
行い，化粧品事業に再登板することとなったものである。
　　　　　　したがって，「製造」をＨが担当し，「販売」をＩが行うとの基本的
な役割分担の下に，昭和５２年からアザレ化粧品が発売された。
　　　　(イ)　「製造」は，当初，Ｈの経営する被告共和化粧品で始まったが，Ｉ
の要請で専業メーカーを設立することとなり，１００％Ｈの自己負担で被告アザレ
プロダクツを設立し，今日に至っている。
　　　　　　「販売」について，Ｉは，当初個人で発売を開始し，その後間もなく
原告の前身となる有限会社アザレインターナショナルを設立し，更に原告を設立
し，販売主体となる法人を変えていった。
　　　イ　Ｉによる商標使用の許諾
　　　　(ア)　以上の事実経過から明らかなとおり，アザレ化粧品関係の商標につ
いてはすべてＩが商標権者となり，アザレ化粧品の製造分野においては，昭和５２



年ころＨの専権事項として，ＩからＨに対して同商標についての基本的な使用許諾
が与えられていたものである。
　　　　　　一方販売の分野においては，当初，Ｉが自己使用していたものである
が，有限会社アザレインターナショナル，原告の設立に伴い，その都度，Ｉから各
法人に対し，「販売」分野における使用許諾が与えられた。ただし，昭和５７年１
月ころ，アザレ化粧品関係の商標管理会社としてワンダフルを設立することとな
り，以下のような契約関係が採用された。
　　　　　　①Ｉがワンダフルに対しアザレ化粧品関係の商標の商標使用権の無償
貸与を行う。
　　　　　　②ワンダフルがアザレ化粧品関係の商標使用権を原告に転貸すること
をＩは承諾する。
　　　　　　③ワンダフルと原告の間において，販売の分野での商標使用許諾契約
を締結し，使用料は年間２０００万円とする。
　　　　　　以上の基本的な使用許諾契約に基づき，新たに登録されたアザレ関係
商標についても，その都度同様の使用許諾がされ，本件各商標についても，すべて
原告に対して使用許諾がされたものである。
　　　　(イ)　被告らそれぞれに対する具体的な許諾については，以下のとおり行
われた。
　　　　　ａ　被告アザレ東京及び同アザレ武蔵野について
　　　　　　　被告アザレ東京及び同アザレ武蔵野の代表者Ｄは，被告アザレ武蔵
野設立の前である昭和５７年９月ころ，アザレ化粧品販売代理店の募集に応じ，商
標権を有していたＩより，次のとおりアザレ化粧品関係の商標に関する口頭もしく
は黙示の使用許諾を得た。
　　　　　　　①Ｄは，アザレ化粧品の販売会社を設立し，当該会社の商号に「ア
ザレ」の表示を使用することができる。
　　　　　　　②①において設立された販売会社は，アザレ化粧品販売のために必
要とする限り，パンフレット等にアザレ化粧品関係の商標を使用することができ
る。
　　　　　　　Ｄは，これに基づき，昭和５７年１０月８日に被告アザレ武蔵野
を，平成１２年７月２４日に被告アザレ東京の前身であるアザレ東京有限会社を設
立し，いずれの会社もその設立と同時に上記①及び②に記載された権利を取得し
た。
　　　　　ｂ　被告アザレアゼットについて
　　　　　　　被告アザレアゼットの代表者であるＥ（以下「Ｅ」という。）は，
昭和６１年４月ころ，Ｉから上記ａの①及び②記載と同内容の商標使用に関する口
頭もしくは黙示の許諾を得た。
　　　　　　　昭和６０年４月１１日，Ｅは被告アザレアゼットを設立し，同社は
設立と同時に上記ａの①及び②記載の権利を取得した。
　　　　　ｃ　被告アザレウイングについて
　　　　　　　被告アザレウイングの代表者であるＦ（以下「Ｆ」という。）は，
昭和６１年５月ころ，Ｉから上記ａの①及び②記載と同内容の商標使用に関する口
頭もしくは黙示の許諾を得た。
　　　　　　　昭和６０年５月２２日，Ｆは被告アザレウイングを設立し，同社は
設立と同時に上記ａの①及び②記載の権利を取得した。
　　　　　ｄ　被告アザレプロダクツについて
　　　　　　　上記(ア)記載のとおり，Ｈは，昭和５２年ころ，Ｉからアザレ化粧
品の製造分野における商標の使用許諾を受け，被告共和化粧品において，アザレ化
粧品の製造を行っていたものである。その後，昭和６０年６月ころ，ＨはＩから
「アザレ化粧品専用の工場を法人として設立して欲しい」との申し入れを受けて専
用工場を設立することとし，それに伴い次のとおり，口頭もしくは黙示の商標使用
許諾を得た。
　　　　　　　①専用工場を設立して，その法人の商号に「アザレ」の表示を使用
すること。
　　　　　　　②アザレ化粧品を製造するのに必要な範囲で，あるいは製造に付帯
する業務としてンフレット等にアザレ化粧品関係の商標を使用すること。
　　　        Ｈは，昭和６０年７月１日，被告アザレプロダクツを設立し，同社
は設立と同時に上記①及び②の権利を取得した（被告アザレプロダクツ設立後は，
被告共和化粧品はアザレ化粧品の製造をしていない。）。



　　　ウ　被告Ｇ以外の被告らに対するＩによる商標使用許諾は，アザレ化粧品が
存続する限り，アザレ化粧品のために（被告ら自身のためだけではなく）必要であ
って，被告らによるアザレの商標の使用は必要不可欠である。したがって，被告ら
がアザレ化粧品の製造又は販売に携わっている限り，特段の事情がない限り使用許
諾は効力を有するという前提でＩは使用許諾をしたというべきであり，Ｉの死亡は
使用許諾契約の終了原因とならず，Ｉの死亡後も使用許諾は継続している。
　　　エ　なお，原告及び補助参加人らは，Ｉによる被告らに対する商標の使用許
諾が対価（商標使用料）を伴わないことについて，「原告は莫大な商標使用料を支
払ってきたのに，被告らのみ無償で使用が許諾されることはあり得ない」と異議を
述べているが，被告らは，Ｉの代理店募集に応募して販売員となったＩのために必
要不可欠な販売員であり，また，Ｉのためにアザレ化粧品を研究開発してきたメー
カーである。アザレ化粧品の売上を増加させ，アザレ化粧品全体を成長させるため
にアザレの商標を使用してそれぞれ販売活動を行い，あるいは商品を製造して供給
してきたのであって，無償使用すればするほどＩに利益をもたらすのであり，無償
使用はむしろ当たり前のことである。本件のようなケースで有償使用など有り得な
いことであり，原告及び補助参加人らの主張の方こそ訪問販売業界の実情を無視し
て，商標に関する一般論を展開しているにすぎない。
　　　　　原告がワンダフルに莫大な商標使用料名目の金員を支払っていたのは次
のような理由による。すなわち，原告は，「アザレグループ」において販売分野を
統括していたＩに代わってアザレ化粧品を販売し，利益を得るという，いわば「ダ
ミー会社」に過ぎなかったものであるが，Ｉは，原告を株主として支配できるよう
な株式配分とはしなかったため，別に１００％自己出資のワンダフルを設立して商
標の管理を行わせ，原告から商標使用料名目で販売利益の分配を行わせることとし
たものであって，要するに，原告からワンダフルに支払われてきた商標使用料名目
の金員のほとんどは営業協力歩合，端的に言えば原告の実質的なオーナーであるＩ
に対する利益分配であったのである。
　　　（原告及び補助参加人らの主張）
　　　　被告らの主張は否認する。
　　　ア　被告らは，Ｉが被告Ｇを除く被告らに対し，アザレ化粧品関係の商標に
ついての永年無償使用の許諾があったと主張するが，被告らのこのような主張を裏
付ける客観的な証拠は，何ら存在しない。
　　　　　本件各表示を使用したアザレ化粧品の製造及び販売については，商標の
使用，化粧品の製造及び化粧品の販売という各分野において，それぞれ次のような
契約書ないし合意文書が締結されている。
　　　　すなわち，
        　①　商標の使用に関しては，原告とＩが代表者であるワンダフルとの間
で協約書（甲３号証）が調印され，
　　　　　②　化粧品の製造に関しては，原告と被告アザレプロダクツとの間で化
粧品の委託製造取引契約書（甲１号証の１）が作成され，
　　　　　③　化粧品の販売に関しては，原告と各本舗（都道府県単位で置かれた
販売店）との間で販売契約書（甲２号証）が締結されている。
　　　　　このように，本件各表示の使用並びにアザレ化粧品の製造及び販売の各
分野に関する業務については，契約当事者間で契約書ないしこれに代わる書面が作
成されていて，合意の内容が文書で確認されているのである。
　　　　　ところが，被告らが主張する「商標権の永年無償使用」については，こ
のような文書が一切存在しない。
　　　　　「商標権の永年無償使用」などというアザレ化粧品の製造及び販売に関
して最も重要かつ基本的な事項について，Ｉと各被告らとの間に合意が成立してい
たのであれば，その成立を確認するための文書が必ず存在するはずである。このよ
うな文書が存在していないのは，商標権の永年無償使用権付与などという事実が存
在しないからである。
　　　イ　本件各商標の使用については，商標権者であったＩが設立したワンダフ
ルと原告との間で商標使用に関する協定書が存在する。原告は，この協定書に基づ
き，ワンダフルに対し，別紙「売上高・営業利益・商標使用料比較一覧表」記載の
とおり，平成６年から平成１０年までの５年間で約２８億円，売上高の約８％以上
にも達する莫大な金額の商標使用料を支払ってきた。
　　　　　Ｉの遺産に対する福岡国税局の調査によれば，本件各商標の価値は相続
税価値評価基準によっても２０億７３７２万７４１１円と評価されるものである



し，時価は３９億０９７６万円にのぼるとの弁理士の評価もある。
　　　　　被告らの主張は，原告が年間６億円もの膨大な額の使用料を支払い，か
つ，時価が３０億円を超える価値を有するとされている本件各商標について，これ
を無償かつ永年使用することを許されたというものである。このような主張は荒唐
無稽であって，経験則上成立する余地はない。
　　(3)　被告Ｇによる商標の自己使用として被告らの行為が許されるか
　　　（被告らの主張）
　　　ア　仮に，Ｉから被告らに対する商標使用の許諾が認められないとしても，
被告Ｇは，「アザレグループ」の分裂後である平成１２年４月ころから，原告に替
わって，以下のとおりの契約を締結し，自己の計算で下請業者である被告アザレプ
ロダクツに被告製品を製造させ，商品を仕入れて各本舗に販売し，各本舗が被告Ｇ
から仕入れた商品を販売している。
      　①　被告アザレアゼット，同アザレウイング，同アザレ武蔵野の各社は，
平成１２年３月ころ，被告Ｇとの間で，旧東京本舗アザレコーポレーション傘下の
販社としてアザレ化粧品を販売することを目的として，口頭による販売代理店契約
を締結した。
　　　　②　被告アザレ東京は，平成１２年７月２４日，その設立と同時に被告Ｇ
との間で販売代理店契約を締結した。この時点で，被告アザレアゼット，同アザレ
ウイング，同アザレ武蔵野の３社は，アザレコーポレーションの傘下から被告アザ
レ東京の傘下に移籍した。
　　　　③　被告アザレプロダクツは，平成１２年３月ころ，被告Ｇとの間で，口
頭によるアザレ化粧品の製造委託契約を締結した（被告共和化粧品は製造をしてい
ない。）。
　　　　　上記各契約による被告Ｇと他の被告ら（被告共和化粧品及び被告Ｇを除
く。）の関係は，被告Ｇの商標自己使用に伴う一機関あるいは代理人として他の被
告ら（被告共和化粧品を除く）が本件各商標を使用しているものと評価できるもの
であり，被告ら（被告共和化粧品及び被告Ｇを除く。）が本件各表示を付した商品
を製造し，販売している行為はいずれも被告Ｇの自己使用の範囲として許されるも
のである。
　　　イ　原告及び補助参加人らは，「製造・発売元」として被告Ｇの表示がない
ことを問題とする。しかしながら，個人名の表示や「発売元」の表示をすることは
商標使用の要件ではない。「発売元Ｇ」と表示しないのは，発売元は製造元と違っ
て法律上の表示義務はないし，営業政策上好ましくないからである。また一時期
「発売・製造元」として被告アザレプロダクツの表示がされた商品が出回ったこと
は事実であるが，これは，発売当初の混乱に基づくもので現在は「発売元・アザレ
化粧品（福岡市中央区天神）」とする正しい発売元表示がされるようになってい
る。誤った表示によって商標の使用者が確定されるいわれはないので，この点の原
告の主張も失当である。
　　　ウ　原告及び補助参加人らは，被告Ｇによる本件各商標の自己使用が権利の
濫用である旨主張する。
　　　　　しかしながら，原告こそ「アザレグループ」から商標権者である被告Ｇ
を排除しようと画策してきたのであり，商標権者に無断で，アザレブランド以外
の，原告が商標登録した「ピュアコール」ブランドを表示し，アザレブランドの希
釈を着々と進めて，「アザレ化粧品」の消滅を目指してきたのである。被告Ｇは，
このような動きを阻止し，「アザレ化粧品」を存続させるために努力してきただけ
であって，何ら権利の濫用となるものではない。
　　　（原告及び補助参加人らの主張）
　　　ア　被告らの主張は否認する。以下の各事実に照らすならば，被告Ｇが本件
各表示を商標権に基づき自己使用している事実はないことが明らかである。
　　　　(ア)　平成１２年４月以降に被告アザレプロダクツ（実態は被告共和化粧
品）が製造した化粧品には，「製造・発売元」として被告アザレプロダクツの表示
がされている。さらに，被告製品を宣伝するために作成されたパンフレットには被
告アザレプロダクツの表示はあるが被告Ｇの表示は一切ない。
        (イ)　被告アザレプロダクツは，被告共和化粧品のアザレ化粧品製造部門
を分社化したものであり，製造工場等の資産のほとんどを被告共和化粧品が所有
し，従業員・役員も兼務で，製造委託契約の内容も，原告と被告共和化粧品の場合
とほとんど変わらない。
　　　　(ウ)　本件各表示については，Ｉと原告との間で商標使用契約が締結さ



れ，原告がＩ（昭和５７年３月以降はワンダフル）に商標使用料を支払っていた。
　　　　(エ)　被告Ｇと取引をしている本舗は，注文書２部を作り，一部を被告ア
ザレプロダクツに，一部を被告Ｇに送付し，製品は被告アザレプロダクツから本舗
に直接出荷されていた。本舗の中には，注文書の名宛人をワンダフルと誤解してい
る者もいた。
　　　　(オ)　平成１３年１月の時点では，被告Ｇの事務所には，アザレ化粧品の
販売事業を行っていることの表示がされていなかった。
　　　　(カ)　被告アザレプロダクツはワンダフルから２億円を借り受けて新容器
の金型等を作成し，被告製品の販売開始後も，容器や外箱等を被告アザレプロダク
ツの負担で調達し，これらの費用を上乗せして，被告Ｇに代金を請求していた。
　　　　(キ)　Ｉが，昭和５２年ころ，被告アザレプロダクツに対し，製造に関す
る商標の使用を許諾した事実は認められない。
　　　　(ク)　被告Ｇが被告アザレプロダクツに対し，アザレ化粧品の製造や販売
について具体的な指示をしている形跡がない。
　　　イ　被告らは，一方において，①Ｉが，Ｈに対し，化粧品製造に関する本件
各表示の使用許諾をしたと主張し，他方で②被告アザレプロダクツの本件各表示の
使用は，被告Ｇの商標権者としての自己使用の範囲内であると主張しているが，被
告アザレプロダクツが化粧品を製造するについて，自らの権限に基づいて本件各表
示を使用しているのか，それとも被告Ｇの手足に過ぎないのかについては，客観的
事実はひとつであり，このような択一的な主張が許されるものではない。被告らが
このような矛盾する主張をするのは，本件各表示に関し，補助参加人らから，被告
Ｇを相手方として処分禁止の仮処分が福岡地方裁判所に申し立てられ，平成１１年
１２月１０日，これを認める決定が出されたことから，これを潜脱する意図で，被
告Ｇが被告アザレプロダクツに対し，仮処分に違反して商標使用を許諾した実体が
あるにもかかわらず，それを自己使用と言い繕っているものであり，事実に反する
ことは明らかである。
　　　ウ　被告Ｇによる商標の自己使用は，権利の濫用として許されない。
        (ア)　Ｉの死後，Ｈ及び被告らは，結託して原告の経営を支配しようと画
策していたのであるが，乗っ取りが他の株主の反対によって阻止されると，突然，
被告アザレプロダクツが製造契約を打ち切る旨通告してきた。さらに，その後，Ｈ
らは，原告製品がすべて被告アザレプロダクツ製の商品に切り替わった旨を記載し
たパンフレットを作成して，配布するなどした。
　　　　(イ)　このようなＨらの行動は，突然の製造契約の打切りによって原告を
混乱させ，また，原告の製造するアザレ化粧品がすべて被告アザレプロダクツ製の
商品に切り替わったとの虚偽の事実を宣伝して原告製品を売れなくさせた上，原告
との間における長年の取引によって得た製造ノウハウにより，本件各表示を使用し
て化粧品を製造し，原告がその取引で培った顧客層に被告製品を売り込もうとする
ものであって，原告の作り上げた「アザレ化粧品」ブランドの乗っ取り以外の何も
のでもない。そして，被告Ｇは，本件各商標の使用を許諾して，乗っ取り行為に積
極的に加担しているものである。
　　　　(ウ)　しかしながら，原告は，昭和５２年１０月の創業以来本件各表示を
自己の商品表示として使用し，その対価として昭和５７年から平成１１年までの１
８年間で６４億円を下らない莫大な商標使用料を支払ってきた。
　　　　　　そればかりか，原告は，売上高の３分の１にも及ぶ広告宣伝費や販売
促進費を投じて本件各表示をブランドとして育ててきたのである。
　　　　　　Ｉは，原告から商標使用料を受領し，あるいはワンダフルに支払われ
る莫大な商標使用料を実質的に支配していたばかりか，原告から長年にわたり多額
の役員報酬や株主配当を受け取ってきたのである。時価評価をすれば，４４億円を
下らず５５億円にも及ぶＩの遺産は，すべて原告から支払われた商標使用料，役員
報酬，株主配当によって形成されたものである。
　　　　　　そして，被告Ｇは，Ｉからこのような莫大な遺産を相続し，原告の取
締役にも就任していたのである。
　　　　(エ)　そのような被告Ｇが，Ｈらと共謀して，本件各表示を使用し，外観
が類似し，処方が全く同一の化粧品を製造して，原告の従来の顧客に販売すること
は，原告が培った「アザレ化粧品」ブランドの乗っ取りであって到底許されない。
　　　　　　すなわち，被告Ｇが本件各商標を自己使用することは，権利の濫用に
該当する行為である。
　　(4)　被告らの商品表示が本件各表示と混同を生じさせるものか



　　　（原告の主張）
　　　　原告が製造販売するアザレ化粧品（以下「原告製品」という。）と，被告
らが製造販売する被告製品は，いずれも化粧品という点で共通しているばかりか，
同一の商品等表示を使用し，その種類及び外観も類似し，自然派化粧品を標榜し，
顧客層も同一もしくは類似している（世代や好みが似ている）のであるから，その
出所の混同が生じている。また，被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウ
イング，同アザレ武蔵野及び同アザレプロダクツが，それぞれ「アザレ東京」，
「アザレアゼット」，「アザレウイング」，「アザレ武蔵野」及び「アザレプロダ
クツ」なる商号を使用することにより，原告の商品又は営業と混同が生じるおそれ
があるものである。
　　　（被告らの主張）
　　　　原告の主張は争う。出所の混同が生じるおそれはない。
　　　　原告製品と被告製品は，確かに同じ商標を使用しているが，外観や具体的
な表示がすべて異なり愛用者に対する混同は全く生じる余地がない。また，被告ア
ザレプロダクツが製造した製品か，原告が製造を委託している日本コルマーの製品
かについては，すべての愛用者が明確に識別している上，販売員のレベルでも，原
告グループか，被告Ｇグループかに明確に分かれている。つまり，原告の顧客ある
いは原告製品の愛用者が，本件各表示を見て，間違って被告製品を買うことなど絶
対にあり得ない販売システムがとられているのである。
　　(5)　原告の損害
　　　（原告の主張）
　　　ア　被告Ｇ，同アザレプロダクツ及び同共和化粧品工業に対する損害賠償請
求
　　　　(ア)　請求の根拠
　　　　　　被告Ｇは，本件各商標の使用を被告アザレプロダクツに許諾し，同社
が被告共和化粧品に再許諾して，同社が本件各表示を使用した化粧品の製造販売を
行い，原告の営業上の利益を侵害している。
　　　　　　また，被告Ｇは，本件各商標を自己使用し，被告アザレプロダクツに
化粧品をＯＥＭ製造させ，これを本舗に販売していると主張している。実際に化粧
品を製造しているのは，被告共和化粧品である。
　　　　　　いずれにしても，被告Ｇ，同アザレプロダクツ及び同共和化粧品（以
下，この３名を「被告Ｇら」ということがある。）は，共謀して，原告の商品表示
である本件各表示と同一の表示を使用して化粧品を製造販売し，原告の営業上の利
益を侵害しているので，原告は，被告Ｇらに対して，不正競争防止法４条に基づ
き，被った損害の賠償金を連帯して支払うことを請求することができる。
　　　　(イ)　原告が被告Ｇらに対して請求し得る損害額について
　　　　　　被告Ｇらによる不正競争行為が始まる以前３年間の原告の営業利益
は，次のとおり合計１８億８８５１万０８１１円である。
　　　　　　　・第１６期（平成９年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３億５０８６万０３９１円
　　　　　　　・第１７期（平成１０年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５億８４７２万９４７３円
              ・第１８期（平成１１年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９億５２９２万０９４７円
　　　　　　ところが，被告Ｇらによる不正競争行為が始まって以降，原告の営業
利益は激減し，３年間の営業利益の合計は，次のとおり１億０１１３万５４１９円
となった。
　　　　　　　・第１９期（平成１２年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６９５万６２１７円
　　　　　　　・第２０期（平成１３年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２６２１万０４９２円
              ・第２１期（平成１４年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０３８万９６９４円
　　　　　　被告Ｇらが不正競争行為を始めた平成１２年５月１日以降平成１５年
３月３１日までの３５か月間に，原告が被った損失を，原告の第１６期から第１８
期の利益に基づいて計算すると，以下の計算式のとおり，１７億３７７２万６０７
５円となる。
　　　　　（計算式）



　　　　　　　(1,888,510,811×1/3－101,135,419×1/3)×35/12
　　　　　　　＝1,737,726,075
　　　　(ウ)　弁護士費用としては，１億７０００万円が相当である。
　　　　(エ)　よって，原告は，被告Ｇらに対し，上記損害金の一部請求として，
金１８億６１２１万７５３４円とこれに対する被告全員に対する訴状送達の日の翌
日である平成１３年１０月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払
いを求める。
　　　イ　被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武
蔵野に対する損害賠償請求
　　　　(ア)　請求の根拠
　　　　　　被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ
武蔵野（以下，この４名を「被告アザレ東京ら」ということがある。）は，被告Ｇ
の行っている化粧品の製造販売が，原告に対する不正競争行為であることを知りな
がら，これを購入して消費者に対して販売している。このような被告アザレ東京ら
の行為も，原告に対する不正競争行為であり，被告アザレ東京らは，原告の被った
損害について，不正競争防止法４条に基づく損害賠償責任を免れることができな
い。
　　　　　　被告アザレ東京らは，東京地区において一つの販売グループを形成し
て，原告に対する不正競争行為を行っている。すなわち，被告アザレ東京の傘下
に，被告アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武蔵野を含めた１２０を
下らない営業所があるとのことである。
　　　　　　そうすると，被告アザレアゼット，被告アザレウイング及び被告アザ
レ武蔵野の各被告は，被告アザレ東京の傘下の販売グループの一員として，同社と
連帯して，原告に対する不正競争行為を継続しており，原告の被った損害を賠償す
る義務を負担しなければならない。
　　　　(イ)　原告が被告アザレ東京らに対して請求し得る損害額について
　　　　　　被告アザレ東京傘下の営業所は少なくとも１２０存在し，一営業所あ
たりの年間売上高は少なくとも１４４０万円であるから，以下の計算式のとおり，
被告アザレ東京を中心とする販売グループの年間売上高は１７億２８００万円，平
成１２年５月１日から平成１３年１１月３０日までの１９か月間の売上高の累計は
２７億３６００万円となる。
　　　　　（計算式）
　　　　　　　14,400,000×120＝1,728,000,000
　　　　　　　1,728,000,000×19/12＝2,736,000,000
　　　　　　被告製品の小売販売によって得られる利益は，１割５分から２割程度
と推測されるので，上記期間に被告の得た利益は，上記の売上高２７億３６００万
円に１割５分を乗じた４億１０４０万円となり，同利益の額が原告の損害と推定さ
れるものである。
　　　　(ウ)　弁護士費用としては，３９００万円が相当である。
　　　　(エ)　よって，原告は，被告アザレ東京らに対し，損害金の一部請求とし
て，各自４億２９００万円及び被告全員に対する訴状送達日の翌日である平成１３
年１０月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員の連帯支払いを求める。
　　（被告らの主張）
　　　原告の主張は，いずれも否認ないし争う。
　　　特に，原告が損害賠償の根拠として主張する点については，強く争う。繰り
返しになるが，アザレ化粧品は，カリスマ的地位にあったＩの存在によって成功し
た事業であるということを否定する関係者はいない。その才能に着目し，Ｉへ新し
い事業への勧誘を熱心に行ったのがＨである。アザレ化粧品は，この２人によっ
て，当初から，大きく「２つのグループ」により創業されたものである。
　　ア　原告は，Ａもしくは原告が単独でアザレ化粧品を創業したかのように主張
し，被告アザレプロダクツは原告から本件各表示の使用許諾を受けて化粧品の製造
を行っていたのだから，製造契約が解除されれば本件各表示を使用することはでき
ないと主張するが，原告はＩから，独占的通常使用権の許諾を受けてはおらず，Ｉ
はワンダフルに通常使用権を無償貸与しているのである。原告はワンダフルが有す
る無償の通常使用権をＩの許諾のもとに転貸を受けているのであって，原告はワン
ダフルの本件各表示に関する通常使用権に基づきアザレ化粧品の販売をしているに
過ぎない。
　　　　したがって，原告は，第三者である被告アザレプロダクツに，本件各表示



の使用許諾をする権限は有しないし，被告アザレプロダクツの「製造」に関する権
限は，昭和５２年にＩとの合意により取得したものである。
　　　　本来，原告は，すべて商標権者であるＩの指示に従う立場にあったのであ
り，Ｉとその相続人よりも上位の位置には有り得ない。
　　イ　被告アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武蔵野は，それぞれ
東京本舗に属するグループの一員としてアザレ化粧品のパンフレット等を作成して
販売拡大に努めてきたし，被告アザレ東京は，被告アザレアゼット，被告アザレウ
イング及び同アザレ武蔵野の協力により第２東京本舗として遅れて出発した法人で
あるが，旧東京本舗グループの獲得した周知性を承継して事業を継続していること
はいうまでもない。
　　ウ　被告らはいずれも，昭和５２年以来，商標権者Ｉから，順次直接本件各商
標の使用許諾を得て，Ｉと自己のために，自己の費用をもって，アザレブランドの
周知性を高め，獲得することに努めてきた。被告らによる本件各表示の使用につい
ては少なくともＩの黙示の承諾がない限り，今日まで使用し続けることはできなか
ったはずである。そして，被告らは，周知性の獲得に貢献し，グループの一員とし
て自らのブランドとしてその使用をしてきたのであり，それぞれ表示主体の一員と
認められるべきである。　　
　　　　よって，原告が被告らに対して損害賠償を求め得る根拠はない。
第３　当裁判所の判断
　１　判断の前提となる事実関係
　　　前記前提となる事実関係（前記第２，１）に証拠（甲１ないし７，１１，１
２ないし１６，２０ないし２７，３１ないし３５，５８，６０ないし６６，７１，
７６，７９，９０ないし９２，９６，１０１，１０２，１０７，１１３，１１７，
乙１，２，４，５，１３，３０，３１，４９ないし５６，５９，６５，７１（書証
の枝番号は省略），証人Ｑ，原告代表者本人，被告共和化粧品及び被告アザレプロ
ダクツ代表者本人，被告Ｇ本人）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の各事実が認
められ，これを左右するに足りる証拠はない。
　　(1)　アザレ化粧品の販売までの経緯
　　　ア　Ｉは，昭和３７年ころ，それまで勤務していたポーラ化粧品をやめて，
Ａの夫であったＫ，Ｌ，Ｍと共に「ヴァロー化粧品」を創業した。
　　　　　Ｉは「ヴァロー化粧品」の専務取締役となり，Ａも同社に勤務していた
が，経営方針をめぐってＩと代表者のＭとの間に対立が生じたため，Ｉは福岡に事
務所を新設して「ヴァロー化粧品」を販売することとし，そのころ夫のＫを交通事
故によって亡くしたＡもこれに従って福岡に移り，Ｉの事業に従事した。
　　　イ　ところが，「ヴァロー」という商標の使用について問題が生じるなどし
たため，昭和４５年ころＩはジュポン社を設立し，「ルールジュポン」という商標
の商標権を取得して，化粧品の製造販売を行うようになった。この会社の代表者は
Ｉであったが，Ａも常務取締役として，その事業に従事していた。
　　　ウ　ジュポン社設立当時，大手化粧品メーカーの化粧品公害が問題となって
おり，黒皮症をめぐる訴訟も提起されていた状況であったことから，ジュポン社に
おいては，黒皮症を念頭に置き，「肌に負担をかけない」「自然派化粧品」を謳い
文句に水溶性ファンデーションを開発し，「エレガンスカラー」と名付けて販売を
開始した。ジュポン社は，当初，同商品を含む「ジュポン化粧品」の製造について
は，永田美研工業に内容物の製造を委託し，ジュポン社においてこれを容器に詰め
るなどして製品として完成させて，各地の販売店に販売していた。
　　　エ　しかしながら，上記永田美研工業が，ジュポン社の関知しないところで
「ジュポン化粧品」と同一仕様の製品を製造して，直接販売店に出荷していたこと
が判明したため，昭和４８年ころ，ジュポン社は永田美研工業との契約を解除し，
化粧品の委託製造を専門に行っていた被告共和化粧品との間で，新たに化粧品の製
造委託を内容とする契約を締結した。
　　　　　上記契約の契約書は「製造請負契約書」と題するもの（甲１の３は同契
約書の草稿）であり，概要，次のような条項が置かれていた。
　　　　①　ジュポン社は，被告共和化粧品に対し，ジュポンエレガンススペシャ
ル，ジュポンゴールドエレガンス，ジュポンウェディングカラー，ジュポンエレガ
ンスソープ，ジュポンナイトビューティの製造を請け負わせるものとして，それに
必要な資材の容器，化粧箱，ダンボール小箱，ダンボール大箱は，ジュポン社が支
給し，内容製造原料は被告共和化粧品が負担する。
　　　　②　被告共和化粧品がジュポン社より供給を受けた材料はすべてジュポン



社の所有であり，被告共和化粧品は，これを処分したり担保に供したりしてはなら
ず，また，その明細書の提出を求められた場合は，被告共和化粧品はこれに直ちに
応じなければならない。
　　　　③　被告共和化粧品は，ジュポン社より交付を受けた注文書により製造す
るものとし，納品はジュポン社の指定する場所に発送する。
　　　　④　被告共和化粧品は，ジュポン社の取引先，及びジュポン社の営業活動
にて該当製品の存在を関知した他者より問合わせや注文があった場合は，直ちにジ
ュポン社に連絡して，ジュポン社の指示に従いジュポン社及びジュポン社の取引先
の営業権を擁護し，ジュポン商標や他のブランドの製品を理由の如何を問わずまた
直接，間接にても取り引きすることは決してできない。
　　　　⑤　被告共和化粧品は，ジュポン社が製造を委託したジュポンエレガンス
スペシャル，ジュポンゴールドエレガンス及びジュポンウェディングカラーの３種
類の製品と同一様式の水溶性ファンデーションの製造は，ジュポン社以外の業者に
対しては請け負えない。
　　　　⑥　ジュポン社は，被告共和化粧品以外の業者に対しては，ジュポンエレ
ガンススペシャル，ジュポンゴールドエレガンス，ジュポンウェディングカラー，
ジュポンエレガンスソープ，ジュポンナイトビューティと同一様式の製品の製造は
委託できない。ただし，ジュポン社の発注数量に対して，被告共和化粧品がその７
０％の生産数量を３か月連続して達成し得ない場合は，ジュポン社は，他の業者に
対して委託できる。
　　　オ　上記の「エレガンスカラー」の販売が好調であったこともあって，ジュ
ポン社の売上は伸びていたが，「ルールジュポン」の商標が，米国の化学メーカー
であるデュポン社の名称と類似することが問題となり紛争が生じたこと，「ルール
ジュポン」商標には化粧品が指定商品とされていなかったことから，昭和５０年，
Ｉは「ジュポン化粧品」の事業及び「ルールジュポン」の商標権を取締役のＬに譲
り，Ａとともに福岡に戻った。
　　(2)　アザレ化粧品の創業及び本件各表示の使用の開始
　　　ア　しかし，事業から手を引いたＩに対しては，Ｎをはじめとするジュポン
社の取引先やＨから再び化粧品業界に戻るように強い要請があった。上記要請を受
けてＩは，ジュポン社の時代に引き続き，「自然派化粧品」の理念のもとに，再び
化粧品事業を始めることととした。その際，Ｉは２度にわたって商標の問題で失敗
をした経験から，問題を生じないような商標にしたいと考え，Ａが考案した「アザ
レ」を商標として使うこととした。そして，本件各表示につき商標登録出願をし，
Ｉ名義で商標権の設定登録を受けた。
　　　イ　昭和５２年１０月中旬ころ，Ｉ及びＡは，両名の考案に係る「アザレイ
ンターナショナル」の商号の下でアザレ化粧品の販売を開始した。アザレ化粧品の
販売が始められた当初は，代表者をＡとする個人企業として営業活動が行われた
が，その後，昭和５３年１月に有限会社アザレインターナショナルが設立され，代
表取締役にＡ，取締役としてＲとＨが就任した。しかしながら，Ｈは名目的に取締
役に就任したにすぎず，会社の経営に関して発言をするなどのことはなく，実質的
な経営はＩとＡとが行っていた。
　　　　　その後，有限会社アザレインターナショナルの業績も次第に上がってき
たので，同社はいったん解散した上で，昭和５７年１月に資本金１０００万円で原
告が設立され，販売を行うようになった。設立当時の持ち株比率はＩの意向によ
り，Ａ５０％，Ｉ１４％，Ｈ１０％などとされ，代表取締役にはＡ，取締役にＨ及
びＩが就任した。
　　　ウ　Ｉ及びＡは，昭和５２年１０月にアザレ化粧品の販売を開始した時か
ら，本件各表示を化粧品に付して使用し，有限会社アザレインターナショナル及び
原告も，各設立時から本件各表示を化粧品に付して使用している。
　　　エ　アザレ化粧品の製造は，ジュポン時代に引き続いて被告共和化粧品が行
い，個人営業の時代の「アザレインターナショナル」と被告共和化粧品の間で製品
取引契約が締結され，原告が設立された後の昭和５７年１月，改めて，原告と被告
共和化粧品との間でアザレ化粧品の製造委託を内容とする契約が締結された。
　　　　　上記契約の契約書は「製品取引契約書」と題するもの（甲１の２）であ
り，概要，次のような条項が置かれていた。
　　　　①　原告は，製品を完成するのに必要な外装用資材を被告共和化粧品に供
給し，被告共和化粧品は，製品中身の製造に必要な原料を仕入れ，加工完成して原
告の販売機構である各県の販売指定店に原告の指示に基づいて送付し，納品する。



　　　　②　原告は，被告共和化粧品に対して，原告の営業活動により設置する販
売店全部の住所氏名を通知し，被告共和化粧品はこの名簿により出荷する。
　　　　③　被告共和化粧品は，②により原告の販売経路や販売方法等の詳細を知
る立場を利用して，原告の経営を阻害する行為を行ってはならない。
　　　　④　原告が被告共和化粧品に支払うべき製品の代価は，被告共和化粧品の
見積書を原告が承認して決定する。
　　　　⑤　被告共和化粧品は，原告の主たる商品であるメイクアップ料を水溶液
中に保留した通称水彩カラーと称するアザレグレイスカラーと同一様式の製品を原
告以外の第三者より受注してはならない。
　　　　⑥　被告共和化粧品は，原告の販売機構内の指定販売店・販売店・販売員
から原告の商品と異なる種類の製品でも受注してはならない。
　　　　⑦　被告共和化粧品の製造品種以外の製品については，原告は，被告共和
化粧品を製造元と定め，被告共和化粧品を通じて他業者に下請けを発注する。
　　　　⑧　製品の内容処方や成分については，被告共和化粧品が決定して製造
し，原告は被告共和化粧品の製造内容に準じてこれを販売する。
　　　　⑨　被告共和化粧品が原告より供給を受けた資材はすべて原告の所有資産
であり，被告共和化粧品は，これを流用し，処分し，又は担保に供する等の行為を
してはならない。
      オ　Ｉ及びＡが「アザレインターナショナル」を創業した後，最初に商品と
して発売したのが，「アザレグレイスカラー」という水溶性ファンデーションであ
った。これは，ジュポン時代のヒット商品である「ジュポンエレガンスカラー」の
ノウハウを生かし，Ａ自身がモニターとなるなどして改良を重ねたものであった。
その後，被告共和化粧品からの提案等により新商品も開発，販売され，原告が設立
された昭和５７年１月ころには，２０種類以上の商品がアザレ化粧品として販売さ
れるようになった。
    (3)　アザレ化粧品の販売網の形成
        Ｉ及びＡは，個人営業の時代から，「本舗」と呼ばれる販売指定店を設
け，本舗のアドバイザーと称する販売員が顧客を訪問して化粧品の使用方法等を紹
介・指導し，販売するという訪問販売方式によってのみアザレ化粧品を販売すると
いう流通方法をとった。各本舗は，それぞれ販売活動のできる地域が厳格に定めら
れ（原則として都道府県毎に１本舗），アザレ化粧品以外の商品の販売を禁止され
た専属的な販売店であった。この本舗の開拓は，Ｉが，ＨやＡを同行させて行い，
原告が設立されたころには５０以上の本舗が開設されるに至っていた。
        原告と本舗との間には販売指定店契約が締結されたが，これらの契約書上
には，昭和５３年ころのものには，記名（署名）押印のほか，「契約立会人」とし
て被告共和化粧品及びＩの記名（署名）押印がある。また，昭和５７年ころのもの
には，同じく「契約立会人」として，被告共和化粧品のほかＯ弁護士あるいはＰ弁
護士の記名押印がある。
    (4)　被告アザレプロダクツの設立
      ア　被告共和化粧品は，原告と製造契約を締結した後も，アザレ化粧品以外
の化粧品の製造も行っていた。しかしながら，アザレ化粧品が徐々に消費者に受け
入れられ，知名度が上がってきたことから，被告共和化粧品に化粧品製造を請け負
わせている他の化粧品会社が，アザレ化粧品と同一の製造元による製品であるとの
宣伝を行うようになり，アザレ化粧品のブランドの価値が損なわれるおそれが生じ
たため，Ｉの意向もあり，完全にアザレ化粧品専門の製造会社を設けることとし
た。そして，昭和６０年７月に被告アザレプロダクツが設立され，Ｈが代表取締役
に就任した。
    　イ　被告アザレプロダクツは，上記のように，対外的にアザレ化粧品専用の
製造工場を有していることを明らかにする目的で設立されたものであるため，従前
の被告共和化粧品の設備，人員をいわば流用する形で名目的に独立の法人としたも
のであった。そのため被告アザレプロダクツの工場設備はそのほとんどが共和化粧
品の所有であり，アザレ化粧品の製造作業も被告共和化粧品の従業員が行ってい
る。
    　ウ　被告アザレプロダクツの設立後，平成元年１２月１８日に原告と被告ア
ザレプロダクツとの間で，それまでの製造委託契約に代えて新たに契約を締結し
た。
    　　　同契約の契約書は「委託製造取引契約書」と題するもの（甲１の１）で
あり，概要，次のような条項が置かれていた。



　　　　①　原告は製品を完成するのに必要な外装用資材を自己資金で作り，被告
アザレプロダクツに預け，被告アザレプロダクツは製品中身の製造に必要な原料を
仕入れ，加工完成して原告の販売機構である各県の販売指定店に原告の指示に基づ
いて送付し，納品する。
　　　　②　原告は被告アザレプロダクツに対して原告の営業活動により設置する
販売店全部の住所・氏名を通知し，被告アザレプロダクツはこの名簿により出荷す
る。
　　　　③　被告アザレプロダクツは，②により原告の販売経路や販売方法等の詳
細を知る立場を利用して，原告が開発した取引先と直接談合したり，被告アザレプ
ロダクツが別に経営する被告共和化粧品と原告の得意先と取引したりして信頼に背
き，原告の経営を阻害する行為を行ってはならない。
　　　　④　原告が被告アザレプロダクツに支払うべき製品の代価は被告アザレプ
ロダクツの見積書を原告が承認して決定する。
　　　　⑤　被告アザレプロダクツは，アザレの商標を使用する製品を原告の指示
する所以外に，いかなる理由でも出荷してはならないこととする。
　　　　⑥　原告は，アザレの商標を使用する化粧品の製造を被告アザレプロダク
ツ以外の下請業者に発注してはならない。ただし，医薬品及び医薬部外品は除外す
る。
　　　　⑦　被告アザレプロダクツは，原告の販売機構内の販売指定店，販売店，
販売員から原告の商品と異なる種類の製品でも受注してはならない。
　　　　⑧　製造の内容処方や成分については，原告と被告アザレプロダクツが協
議の上決定して製造するものとし，原告の承諾なく変更してはならない。
        ⑨　被告アザレプロダクツが原告より供給を受けた資材はすべて原告の所
有資産であり，被告アザレプロダクツはこれを流用し，処分し，又は担保に供する
等の行為をしてはならない。
    (5)　アザレ化粧品の売上及び広告宣伝等
    　ア　原告の設立以降の売上の推移は，別紙「売上高・営業利益・商標使用料
比較一覧表」の売上高記載のとおりである。原告が設立された昭和５７年度に既に
売上高は６億７６２８万０７６０円にのぼっていたが，それが昭和５９年には，１
２億２５２６万６０９０円になり，その後も平成８年ころまで概ね順調に売上を伸
ばし，平成８年度の売上高は７１億円超を記録した。
    　イ　原告と被告アザレプロダクツとの契約関係存続中に販売されたアザレ化
粧品の外箱や化粧瓶には，本件各表示が付され，その外箱あるいは瓶底のシール等
には，「発売元」として原告が記載され，薬事法に基づき，「製造元」として被告
アザレプロダクツが記載されていた。
    　ウ　アザレ化粧品用のパンフレットやチラシは，ほとんど原告が作成し，原
告の名前が出所として記載されていた。各地の本舗においても，商品の紹介や化粧
品の使用方法が記載されたパンフレットや紙芝居などを作成することはあったが，
主に各本舗に属する販売員向けのもので，これを直接顧客に配布することは想定さ
れていないものであった。
    　エ　アザレ化粧品の新聞広告は，平成８年以降，朝日新聞，毎日新聞，読売
新聞，産経新聞に年間１２０回，半２段（縦約７㎝×横約１９㎝）の大きさで掲載
され，その文面には，いずれも原告のみが広告主として記載されていた。もっと
も，この広告内容は，「アザレ化粧品から訪問・直接対面販売のお知らせ」と題さ
れたもので，商品の紹介を内容とするものではなかった。
    　　　雑誌広告については，昭和５７年２月から７月まで及び昭和５８年２月
から５月までを除いて，月刊「健康ファミリー」に商品広告が連続掲載されたほ
か，女性誌「主婦の友」，「ヘア＆メーク」，「ＭｉＬ」においても商品広告が掲
載された。平成１３年以降においても，女性誌「ＶＥＲＹ」，「ミセス」等にアザ
レ化粧品の広告が掲載されている。これらの商品広告において，広告主の名前が掲
載されるときには，原告の名前が掲載されていた。
    　　　これらの新聞及び雑誌広告のための支出額は，平成８年度で約３０８９
万円，平成９年度で約５５３２万円，平成１０年度で約７６４８万円である。
    　オ　各種ファッション雑誌での化粧品の記事には，他の化粧品と並んでアザ
レ化粧品が取り上げられることがあったが，そこでは，概ねアザレ化粧品は，植物
性の自然派化粧品として紹介されており，出所が表示されるときには，原告が記載
されていた。
    　カ　原告は，毎月「アザレリポート」を販売店向けに発行して，各種の連絡



や販売方法の指導を行っていたほか，昭和５６年以降「販売店コンクール」等を開
催して販売店及び販売員の意欲を高める努力をしていた。これに応じて各販売店で
も独自に販売員向けの資料を作成したり，販売員の研修を行ったりした。
    　　　また，原告は，各本舗用に，多数の販売促進品を製造し，配布した。
    　キ　原告は，株式会社コスメティック・トーキョーが，原告と販売店契約を
締結していないにもかかわらずアザレ化粧品を販売していることを知り，同社を刑
事告発し，同社に製品を横流しした静岡本舗との間の販売指定店契約を解除するな
ど，アザレ化粧品の販売網の維持管理を積極的に行った。
    　ク　原告は，上記のような販売及び広告宣伝のために，別紙「売上高・広告
宣伝費・販売促進費比較一覧表」記載のとおりの広告宣伝費，販売促進費を支出し
た。
    (6)　アザレ化粧品の製品開発等
    　ア　化粧瓶及び外箱について
    　　　前記(4)ウ記載のとおり，アザレ化粧品の化粧瓶及び外箱については原告
が被告アザレプロダクツに供給することとされており，また，各種化粧瓶の意匠に
ついては，Ｉを創作者として意匠登録出願がされ，原告が意匠権を取得している。
    　イ　原告の研究体制等について
    　　　原告は，福岡県糟屋郡新宮町に研究所を有しており，少なくとも平成４
年以降は，社団法人福岡県製薬工業協会の正会員であり，平成１０年には化粧品製
造業許可を，平成１２年には医薬部外品製造業許可をいずれも福岡県知事から受け
ている。
    　　　原告の研究所には，化粧品の製造設備が設けられているほか薬剤師が配
置され，アザレ化粧品の成分や効能に関する質問が本舗から寄せられたときに，そ
の質問に答えたり，クレーム品について微生物検査をするなどしてその原因を究明
する業務を行ったり，クリームや化粧水についての新しい処方を考え，サンプルを
作るなどしていた。
    　　　また，原告では，平成８年ころからＰＬ法相談室を設け，全国の消費者
からの苦情や相談に応じる態勢をとっていた。
    　ウ　製品化について
    　　　アザレ化粧品を製品化するに当たっては，原告あるいはＩが製品のおお
よそのイメージを被告アザレプロダクツに提示し，被告共和化粧品の設備を用いて
製品化の研究や分析が行われ，その結果を踏まえて被告アザレプロダクツから原告
に対して具体的な製品についての提案がなされ，それを原告が検討して採用すると
いう手順を経て行われることが多かった。ただし，実際の製品の製造原価に占める
被告アザレプロダクツの割合は３分の１程度であった。
    (7)　本件各表示についての商標権
    　ア　本件各表示については，Ｉを商標権者とする商標登録出願がなされ，い
ずれも商標権の設定登録がなされたが，Ｉは，商標権設定登録後直ちに，原告に対
して本件各商標につき独占的通常使用権を設定し，原告に本件各表示を使用させ始
めた。
    　イ　その後，Ｉはワンダフルを設立し，昭和５７年１月５日，同社に対して
本件各商標を再許諾権付きで使用許諾した（乙５）。同日，ワンダフルは原告との
間で原告による商標の使用を許諾することを内容とする，概要次の内容の契約（乙
４）を締結した（以下「本件商標使用許諾契約」という。）。
    　　本件商標使用許諾契約には次の定めがある。
    　　①　原告は，ワンダフルの商標である「アザレ」を使用する。
    　　②　原告は，当該商標の価値と信用を高めるように常に留意する。
    　　③　原告は，ワンダフルに対して，使用料として，当該商標を使用した製
品の出荷高につき末端小売定価の２％を支払う。
    　　④　当該商標使用製品の１ヶ年合計額が実際取引入金金額で１億円を超過
した場合は，小売定価の１．５％を支払う。
    　　⑤　原告よりワンダフルに支払う商標使用料の１年間合計額が２０００万
円を超える場合は，本商標の価値を高める目的で，原告の要求によりワンダフルは
広告援助金を支払い，原告の営業活動を支援しなければならない。
    　　⑥　アザレ関係パッケージボトル販促物品のデザイン使用料及び原告に対
するワンダフルの営業協力歩合も，本商標使用料に含まれる。
    　ウ　その後，ワンダフルから本件商標使用許諾契約の改訂の申し入れがあ
り，昭和６０年１月１６日，上記イ記載の④を削除し，実績金額に関係なく小売金



額の２％が原告からワンダフルに支払われることとされ，同⑤も削除し，ワンダフ
ルが独自の活動に資金を使用することができることを原告が認めることとされた。
    　　　そして，本件商標使用許諾契約に基づき，原告からワンダフルに対し
て，別紙「売上高・営業利益・商標使用料比較一覧表」記載のとおり商標使用料が
支払われた。ワンダフルは，本件各商標に関し，原告との間で商標使用契約を締結
したのみで，他の者との間で商標使用許諾契約を締結することはなかった。
　　　エ　ところで，Ｉは，死亡に際して全財産を妻である被告Ｇに相続させる旨
の遺言を残していたため，本件各商標権は，いったんは相続により被告Ｇに帰属し
たものとされた。被告Ｇは平成１０年１１月に本件各商標権につき相続を原因とす
る移転登録を了し，さらに有限会社ワンダフルの代表者に就任した。ところが，そ
の後，後記のとおり，ＡとＨ及び被告Ｇの対立が生じたため，ワンダフルは，原告
に対し，平成１１年１２月１３日付け「御通知」と題する書面を送付し，上記イの
本件各商標の使用許諾契約を書面到達後６か月の経過をもって解約する旨通知し，
さらに平成１２年２月１０日付「解約通知書」と題する書面により，同契約を即時
解除する旨を通知した。
　　　　　しかしながら，上記解約通知に先立ち，補助参加人らは，被告Ｇに対す
る本件各商標権の遺贈を対象として遺留分減殺請求権を行使し，共有持分移転登録
請求権を被保全権利とする商標権の処分禁止の仮処分を福岡地方裁判所に申し立て
（同裁判所平成１１年(ヨ)第９２８号），平成１１年１２月１０日に申立て認容の
決定を受け，更に保全異議（同裁判所平成１２年(モ)６０１８号）でも同仮処分決
定が認可され，更に同保全異議決定に対する抗告審（福岡高等裁判所平成１２年
(ラ)第９５号）でも抗告を棄却する旨の決定がなされた。
　　　　　もっとも，平成１２年９月５日に言い渡された補助参加人らと被告Ｇの
間の本案訴訟の第一審判決（福岡地方裁判所平成１１年(ワ)第３７１４号）では，
被告Ｇから主張された遺留分減殺請求権行使に対する価額賠償の抗弁が認められ，
被告Ｇが補助参加人らに一人当たり約２億６０００万円を支払うことによって，本
件各商標権等を完全に保有できることとされたが，同判決に対しては控訴がされ，
現在控訴審が係属中である。
　　(8)　紛争の経緯
　　　ア　Ｉは，平成９年１１月４日に死亡し，妻である被告Ｇと子である補助参
加人らが相続した。Ｉの死後，Ｈ，東京本舗（アザレコーポレーション）のＳ（以
下「Ｓ」という。），佐賀本舗のＴ（以下「Ｔ」という。），被告Ｇは，Ａ及びＮ
らと対立するようになった。その後，Ｓや被告Ｇも原告の取締役となったが，平成
１１年２月の役員改選期において，Ｓが取締役に再任されない見通しとなったこと
を不満として，上記Ｈ，Ｔ及び被告Ｇは原告の取締役への再任を拒否した。
　　　　　その後，被告アザレプロダクツは，平成１１年１１月４日付けの催告書
を原告に送付し，原告の姿勢にはアザレ化粧品の理念に反するものがあり，疑問を
抱かざるを得ないとして，新商品の開発及び販売のルールを確認することなどを要
求し，納得できる説明がなければ３か月の経過により前記(4)ウ記載の委託製造取引
契約を解約する旨を申し入れた。これに対して原告は，同年１１月１７日付けの回
答書を被告アザレプロダクツに送付し，原告及びＡにアザレ化粧品の精神にもとる
行動はなく，今後も原告と被告アザレプロダクツとの契約を継続していきたい旨を
述べるなどした。しかしながら，被告アザレプロダクツは，平成１２年２月２日付
けの通知書により，同月５日の経過をもって同契約を解約することを申し入れ，原
告も同月２日付の内容証明郵便で解約に同意したため，両者の契約は同月５日限り
で合意解約された。
　　　イ　上記解約後の平成１２年４月ころから，原告は，日本コルマー株式会社
を新たな製造元として，アザレ化粧品の販売を開始した。
　　　　　他方，被告アザレプロダクツも，独自に被告製品の製造販売を開始し
た。この動きに呼応して，平成１２年４月以降，約１８の本舗が原告との間の販売
指定店契約の解約の意思表示を行い，被告製品の取扱いを開始した。被告アザレ東
京，同アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武蔵野は，被告製品を販売
しているものである。なお，被告製品及びその包装の外観の色彩や瓶の形状は原告
製品とは若干異なっているものの，本件各表示と同一の表示が付されている。
　２　争点(1)（本件各表示は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて
いるか）について
    (1)  上記１認定の事実説示にかかる各事実を総合すると，原告（原告設立に先
立つ個人企業としてのアザレインターナショナル，有限会社アザレインターナショ



ナルを含む。以下本項（第３，２）において同じ。）と被告アザレプロダクツ（被
告アザレプロダクツ設立前は被告共和化粧品。以下本項（第３，２）において同
じ。）及び各本舗間の契約関係において，①アザレ化粧品の製造に関しては，委託
製造取引契約に基づき，被告アザレプロダクツが原告から発注を受け，原告から供
給を受けた化粧瓶及び外箱に詰めて完成させ，原告の指定する販売指定店に供給
し，それ以外には販売してはならないという体制がとられていたこと，②アザレ化
粧品には，原告の名称が発売元として表示され，被告アザレプロダクツの表示は製
造元として表示されていたものであること，③販売に関しては，販売指定店契約に
基づき，原告が各販売店（本舗）から注文を受け付け，被告アザレプロダクツに発
注をし，併せて顧客向けのパンフレットを作成したり，販売店への指導・連絡を行
い，販促品の交付を行うなどしていたこと，④商標に関しては，原告がワンダフル
との間で本件各商標使用に関する契約を結び，毎年相当額の商標使用料の支払をし
ていたが，他にワンダフルとの間でこのような契約を締結した者はいなかったこと
が認められる。
　　(2)　不正競争防止法２条１項１号の規定は，他人の周知な表示と同一又は類似
する表示を使用して需要者を混同させることにより，当該表示に化体した他人の信
用にただのりして顧客を獲得する行為を，不正競争行為として禁止し，もって公正
な競業秩序の維持，形成を図ろうとするものである。そうすると，同号の規定によ
って保護される「他人」とは，自らの判断と責任において主体的に，当該表示の付
された商品を市場における流通に置き，あるいは営業行為を行うなどの活動を通じ
て，需要者の間において，当該表示に化体された信用の主体として認識される者
が，これに当たるものと解するのが相当である。
　　　　これを本件についてみると，上記(1)において指摘したとおり，原告と被告
アザレプロダクツの間の契約においては，本件各表示の付された容器等は原告の負
担により製作されて被告に供給され，被告アザレプロダクツは，原告の発注に基づ
き原告から供給された化粧瓶・外箱に内容物を詰めてこれを原告の指定する販売店
に納入するもので，商品を第三者に販売してはならないとされているものであり，
またアザレ化粧品の容器等や広告には発売元として原告の名称が常に記載されてい
たことに照らせば，原告と被告アザレプロダクツの間の契約は，原告が自己のブラ
ンドを付して販売する化粧品類について，被告アザレプロダクツがその内容物を製
造し供給する，いわゆるＯＥＭ契約と認められる。また，原告と各本舗の間の契約
においては，各本舗は，原告を通じて本件各表示の付された商品を入手し，原告の
指定する商品を原告の指定する販売方法で販売することのみが認められていたもの
であって，原告と各本舗の間の契約はいわゆる販売代理店契約と認められる。
　　　　このような契約関係の下においては，アザレ化粧品に関して，原告が，本
件各表示の付された化粧品容器等を管理し，その流通についても，原告が，その製
造量を決定して，各本舗を通じての販売を管理していたものであり，本件各表示の
付された化粧品容器や広告には発売元として常に原告が表示されていたのであるか
ら，自らの判断と責任において本件各表示の付された商品を市場における流通に置
き，消費者の間において本件各表示に化体された信用の主体として認識され得る立
場にあったのは，原告だけであったと認められる。
　　　　これに対して，被告アザレプロダクツ及び各本舗は，原告との契約関係に
基づき，原告が自己のブランドを付して販売する化粧品の製造，流通に関与する限
度で，本件各表示を使用していたにすぎないものであり，そもそも独自に商品等表
示の主体になり得る立場にはなかったものというべきである。
　　　　そして，前記１において認定の事実関係によれば，本件各表示は昭和５２
年１０月ころからアザレ化粧品に使用されていること，原告が株式会社になった昭
和５７年１月ころには主力商品を含む２０種類以上の商品がアザレ化粧品として販
売されるようになり，ほぼ全国を網羅する５０以上の本舗が設けられていたこと，
昭和５７年の原告の売上高は既に６億７６００万円余りに達していたことが認めら
れる。加えて，原告は，顧客向けのパンフレットやチラシの製作，販促品の配布，
新聞や雑誌の広告等の広告宣伝を自ら行い，アザレ化粧品の広告における発売元と
しては必ず原告が表示されていたものである。これらの点に照らせば，本件各表示
は，原告の商品及び営業の出所を示す表示として遅くとも原告が株式会社に組織変
更をした昭和５７年１月ころまでには，原告の出所に係る商品ないし原告の営業を
示すものとして，需要者の間に広く認識され，現在に至るまでその状態を維持して
いるものと認めるのが相当である。
　　(3)　この点に関して，被告らは，アザレ化粧品の創業及びその後の事業の拡大



は，もっぱらＩ１人の手によるものであって，Ａ及び原告の貢献はほとんどなかっ
たとし，アザレ化粧品の製造・販売に関しては，Ｉの強い指導力の下で，「アザレ
グループ」と呼ばれる一体としてのグループが形成され，その中で，被告アザレプ
ロダクツはアザレ化粧品を製造する役割を担い，各本舗はアザレ化粧品を顧客に販
売する役割を担うという役割分担となっていたのであって，需要者の間においても
「アザレグループ」として出所が認識されていたものであるから，一体としての
「アザレグループ」が商品等表示主体になるとする。そして，単にＩから「発売元
として表示される役割」を与えられていたにすぎない原告だけを商品等表示の主体
と解することは実態に反するとし，本件においては，原告と被告らの間で，互いに
商品等表示につき「他人」と主張することはできないと主張する。
　　　　なるほど，前記１において認定の事実関係からすれば，アザレ化粧品はＩ
の卓抜したアイディアがなければ生み出されることはなかったであろうし，創業後
アザレ化粧品が名声を博するに至ったのも，Ｉの才能によるところが大きかったも
のということができる。また，Ｉの存命中においては，原告，被告アザレプロダク
ツ及び各本舗は，Ｉの強い指導力の下で，Ｉの定めた方針に従って業務を行ってい
たことが認められる。しかしながら，他方，証拠（甲３５の１，７３，９１，乙６
の１ないし８）によれば，アザレインターナショナルは当初Ａの個人企業として始
められたこと，アザレ化粧品創業後，有限会社になり，原告が設立されてもなおＡ
が代表者の地位にあったこと，創業時からＡはＩと行動を共にし，「アザレ」の商
号を考案し，自ら商品を顧客に紹介したり，営業を行うこともあったこと，Ｉ自
身，講演を行う際に「株式会社アザレインターナショナルＩ」との肩書きで講演を
行っていたこと，といった事実も認められるのであって，このような点に照らすな
らば，アザレ化粧品の創業においては，Ａも一定の役割を果たしたものであり，原
告及びその前身の有限会社は，Ｉの意向を受けつつも事業の拡大に主体的に取り組
んできたこと，Ｉ自身，自己の所属を原告と表示するなどしており，原告を離れた
事業活動を行っていたわけではないことが認められる。そうすると，これらの事実
に加えて，Ｉがワンダフルを介して原告のみに対して本件各商標の使用を許諾して
いたことや，原告と被告アザレプロダクツないし各本舗の間の契約の内容等に照ら
せば，アザレ化粧品に関連する業務の遂行においてＩの果たす役割が前記のとおり
大きなものであったにしても，本件各表示について，商品等表示の主体を原告と認
定することができるものである。
　　　　なお，被告らは，アザレ化粧品については，販売員による訪問販売の形態
での販売しか行われていなかったのであるから，本件各表示が周知性を獲得するに
際して，原告の広告宣伝活動は何の役割も果たしていないと主張する。しかしなが
ら，前記１において認定のとおり，原告による新聞広告，雑誌広告は長期間にわた
り継続的に行われていることに加え，消費者向けのパンフレットも原告において作
成してきたものであって，アザレ化粧品が販売員による訪問販売による販売のみを
行っているものであるにしても，原告による広告宣伝活動が本件各表示が周知性を
獲得するに際して，少なからぬ役割を果たしたものと認められる。
　３　争点(2)（Ｉから被告Ｇを除く被告らに対する本件各商標使用の許諾があった
か）について
　　　被告らは，被告アザレ東京及び被告アザレ武蔵野につき昭和５７年９月こ
ろ，被告アザレアゼットにつき昭和６０年４月ころ，被告アザレウイングにつき昭
和６１年５月ころ，被告アザレプロダクツにつき昭和６０年ころに，本件各商標権
の商標権者であったＩから，無償での商標使用の許諾を得たと主張する。
　　　しかしながら，このような許諾のなされた事実を認め得る客観的な証拠はな
く，本件全証拠によっても被告ら主張の事実を認めることはできない。被告らは，
Ｉがアザレ化粧品の販売に必要不可欠な製造業者や販売店に対して無償での商標使
用許諾を行うことは当然であると主張するが，本件においては，このような合意の
存在を窺わせる事情が何ら存在しないばかりか，前記１(7)において認定のとおり，
原告はワンダフルに対して本件各商標の使用の対価として毎年数億円にのぼる支払
をしているのであって，商標権者であったＩが製造業者及び販売店に対して，原告
とは別個の使用主体として本件各商標を使用することを無償で許諾したという点に
ついては合理的な根拠を見いだすことは困難である。加えて，前記１(3)において認
定したとおり，原告と各本舗間の販売店指定契約においては，各本舗に対してアザ
レ化粧品以外の商品の販売を禁止し，商品の注文も原告を通してのみ行うべきもの
とされていることに照らせば，被告アザレプロダクツ及び各本舗は，原告が，再許
諾権者たるワンダフルから許諾を受けて，本件各商標を使用して行うアザレ化粧品



の製造販売に関与する範囲内において，ＯＥＭ契約による製造業者ないし販売代理
店として本件各商標の付されたアザレ化粧品の取扱いをしていたにすぎないと認め
るのが相当である。
　　　以上のとおり，Ｉから本件各商標の使用許諾を受けていた旨の被告ら（被告
Ｇを除く。）の主張は，採用できない。
　４　争点(3)（被告Ｇによる商標の自己使用として被告らの行為が許されるか）に
ついて
　　　被告らは，予備的な抗弁として，仮にＩから被告ら（被告Ｇを除く。）に対
して本件各商標の使用許諾がされた事実が認められないとしても，本件において
は，被告Ｇは，自己の有する本件各商標権の共有者として本件各商標を自己使用し
て，被告製品の製造・販売を行っているものであり，他の被告らは，そのＯＥＭ製
造業者ないし販売代理店として被告製品に関与しているにすぎないと主張する。
　　　しかしながら，本件全証拠によっても，被告Ｇが自らの業務として，被告製
品の製造・販売を行っている事実を認めることはできない。
　　　むしろ，証拠（甲３１，７７，７８，１００，１２８ないし１３３，乙１
８，１９，被告アザレプロダクツ及び被告共和化粧品代表者本人，被告Ｇ本人）及
び弁論の全趣旨によれば，被告製品には被告Ｇが販売していることは表示されず，
かえって，少なくとも平成１５年５月に至るまでは，被告アザレプロダクツが販売
しているかのような表示が付されて販売されていたこと，被告製品の発売当初に作
成された被告製品に関するパンフレットには出所の表示として被告アザレプロダク
ツ又は「アザレグループ」の表示があるのみであったこと，当初，被告製品の発注
処理としては，各本舗から被告Ｇの事務所と被告アザレプロダクツの双方に注文書
を送付し，商品は被告アザレプロダクツから各本舗に直接送られるという処理をし
ていたこと，最近に至り，本件補助参加人らと本件被告Ｇの間の別件訴訟（福岡高
裁平成１３年(ネ)第９７２号）において被告Ｇの敗訴判決がされたことを踏まえて
発注処理を改めた後においても，被告Ｇの事務所では，各本舗から送付されてくる
発注書をそのまま被告アザレプロダクツに転送するという処理をしているにすぎな
いこと，商品のクレーム対策や品質の管理はすべてアザレプロダクツが行っている
こと，被告Ｇの事務所には被告Ｇのほかに従業員が２名稼働しているのみであると
いった事実が認められ，また，被告らは本件訴訟において，一方においては被告プ
ロダクツはＩから本件各商標の使用許諾を受けて主体的に被告製品の製造を行って
いるとの主張をしているものであり，このような各事情に照らせば，被告アザレプ
ロダクツが被告ＧのＯＥＭ製造業者として被告製品の製造を行い，被告Ｇが自らの
商品としてこれを販売し，各本舗が被告Ｇの販売代理店として被告製品を販売して
いるという被告らの主張は，到底採用することができない。
　５　争点(4)（被告らの商品表示が本件各表示と混同を生じさせるものか）につい
て
　　　被告製品に本件各表示と同一の表示が付されていることは当事者間に争いが
ない。原告は，自己の販売する原告製品に本件各表示を付してこれを販売している
ものであり，原告製品と被告製品が同一種類の分野に属する化粧品であって，需要
者を共通にするものであることからすれば，需要者の間に商品の出所につき混同を
生じさせることは，明らかである。
　　　また，被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイング，同アザレ武
蔵野及び同アザレプロダクツが，それぞれ「アザレ東京」，「アザレアゼット」，
「アザレウイング」，「アザレ武蔵野」及び「アザレプロダクツ」なる商号を使用
していることは当事者間に争いないところ，これらの商号にはいずれも，原告の周
知の営業表示である本件表示２，３と同一ないし類似の「アザレ」の表示がその要
部として含まれているものであるから，上記の被告らが上記各商号を使用すること
は，需要者を始め，これをみる者に，原告とこれらの被告らが同一の資本関係ない
しグループ関係にあるかのような誤認を生じさせるものと認められる。
　　　なお，被告らは，原告が製造販売しているアザレ化粧品（原告製品）と被告
製品との区別はすべての顧客及び販売店，販売員が明確に識別していることである
し，販売網についても，販売員のレベルに至るまで原告のグループに属する者か被
告Ｇのグループに属する者かがはっきりと分かれており，同一の商品等表示を使用
しているからといって，商品の出所や営業主体を混同するおそれはないと主張す
る。しかしながら，すべての需要者が被告らが主張するような明確な認識を有して
いるとは認められないものであって，被告らの上記主張を採用することはできな
い。



　６　被告らによる不正競争行為のまとめ
　　　上記２及び５において説示したとおり，本件各表示は原告の商品等表示とし
て周知性を有するものであるところ，被告アザレプロダクツが製造販売し，被告ア
ザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武蔵野が販売する被
告製品に付された本件各表示と同一の表示は，原告の商品と混同を生じさせるもの
である。また，「アザレ東京株式会社」，「アザレアゼット株式会社」，「アザレ
ウイング株式会社」，「アザレ武蔵野株式会社」及び「アザレプロダクツ株式会
社」の各商号は，本件表示２，３と同一ないし類似の表示を要部として含むもので
あり，原告の営業と混同を生じさせるものである。そして，上記３及び４に説示の
とおり，被告らには本件各表示について，原告に対抗しうる正当な使用権原がある
とは認められない。
　　　したがって，被告アザレプロダクツが本件各表示の付された被告製品を販売
する行為，被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武
蔵野が本件各表示の付された被告製品を販売する行為並びに被告アザレ東京，同ア
ザレアゼット，同アザレウイング，同アザレ武蔵野及び同アザレプロダクツが，そ
れぞれ，「アザレ東京株式会社」，「アザレアゼット株式会社」，「アザレウイン
グ株式会社」，「アザレ武蔵野株式会社」及び「アザレプロダクツ株式会社」なる
商号を使用することは，いずれも不正競争防止法２条１項１号所定の不正競争行為
に該当する。
　７　差止請求について
　　(1)　販売行為等の差止め請求について
　　　　前記６に説示したとおり，被告アザレプロダクツが本件各表示の付された
被告製品を製造販売する行為，被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイ
ング及び同アザレ武蔵野が本件各表示の付された被告製品を販売する行為は，不正
競争行為に該当するものであるから，これらの被告らに対して，本件各表示の付さ
れた被告製品の販売（被告アザレプロダクツに対しては製造販売）の差止め及びそ
の廃棄を求める原告の請求は理由がある。
　　　　また，被告アザレプロダクツが被告製品を販売する行為は不正競争行為に
該当するものであるところ，前記１及び５において説示したとおり，被告共和化粧
品は，被告アザレプロダクツと意思を共同して，同被告の被告製品の製造販売に際
して，自己の製造設備を貸与し，自己の従業員をこれに従事させるなどして，実質
的には被告製品を製造販売していたものであるから，被告共和化粧品は，今後自ら
被告製品を製造販売して，原告の営業上の利益を侵害するおそれがあるものと認め
られる。したがって，被告共和化粧品に対して，本件各表示と同一の表示を使用し
た化粧品，石けん類又は香料類の製造販売行為の差止めを求める原告の請求は理由
がある。もっとも，被告共和化粧品は，被告製品の製造販売に関して上記の限度で
関与するものであって，現在，実際に被告製品の製造販売を行っているのは，別法
人である被告アザレプロダクツであるから，被告共和化粧品に対する被告製品の廃
棄請求は，理由がない。
　　　　他方，被告Ｇについては，前記５において説示したとおり，被告製品の注
文の取次を行っているものではあるが，その状況は前記認定のとおりであって，本
件訴訟において本件各商標権の共有者として自ら本件各商標の使用を行っているか
のような外観を作出するために，外観上取次行為を行っているにすぎないから，今
後自ら不正競争行為を行って原告の営業上の利益を侵害するおそれがあるとは認め
られない。したがって，被告Ｇに対する販売行為等の差止請求及び被告製品の廃棄
請求は，いずれも理由がない。　
　　(2)　商号の抹消登記手続請求について
　　　　前記２において認定したとおり，本件各表示は遅くとも原告が設立された
昭和５７年１月ころには原告の商品表示・営業表示として周知性を獲得したものと
認められるところ，「アザレ東京株式会社」，「アザレアゼット株式会社」，「ア
ザレウイング株式会社」，「アザレ武蔵野株式会社」及び「アザレプロダクツ株式
会社」の商号はいずれもこれに後れて登記され，使用が開始されたものである。前
記６において述べたとおり，被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイン
グ，同アザレ武蔵野及び同アザレプロダクツがこれらの商号を使用することは，不
正競争行為に該当するものであるから，これらの被告らに対して「アザレ」を含む
上記各商号の抹消登記手続を求める原告の請求はいずれも理由がある。
　８　争点(5)（原告の損害）について
　　(1)　被告Ｇ，同アザレプロダクツ及び同共和化粧品に対する損害賠償請求につ



いて
　　　ア　前記５において説示したとおり，被告アザレプロダクツによる被告製品
の製造販売行為は不正競争行為に該当するものと認められ，同被告は不正競争防止
法４条に基づき損害賠償責任を負う。また，被告共和化粧品は，前記認定のとお
り，被告アザレプロダクツと意思を共同して，同被告の被告製品の製造販売に際し
て製造設備を貸与し，従業員を従事させているものであるから，共同不法行為者と
して被告アザレプロダクツと連帯して損害賠償責任を負うものである。
　　　　　他方，被告Ｇについては，前記７において説示したとおり，本件訴訟に
おいて本件各商標権の共有者として自ら本件各商標の使用を行っているかのような
外観を作出するために，外観上被告製品の取次行為を行っているにすぎないから，
共同不法行為者とまでは認めることができない。したがって，同被告に対する損害
賠償請求は理由がない。
　　　イ　損害額について
　　　　(ア)　前記１において認定のとおり，被告製品の販売が開始されたのは，
平成１２年４月ころからであるところ，証拠（甲１６の１６ないし１８）ないし弁
論の全趣旨によれば，平成９年から同１１年までの３年間の原告の営業利益は，次
のとおり合計１８億８８５１万０８１１円であったものと認められる。
　　　　　　　・第１６期（平成９年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３億５０８６万０３９１円
　　　　　　　・第１７期（平成１０年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５億８４７２万９４７３円
              ・第１８期（平成１１年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９億５２９２万０９４７円
　　　　(イ)　次に，証拠（甲５１，９８，１２１）及び弁論の全趣旨によれば，
３年間の営業利益の合計は，次のとおり１億０１１３万５４１９円であったことが
認められる。
　　　　　　　・第１９期（平成１２年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６９５万６２１７円
　　　　　　　・第２０期（平成１３年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２６２１万０４９２円
              ・第２１期（平成１４年１月１日から同年１２月３１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０３８万９６９４円
　　　　(ウ)　昭和５７年から平成１１年まで原告の営業利益（甲１６の１ないし
１８により，別紙「売上高・営業利益・商標使用料比較一覧表」記載のとおりであ
ると認める。）は一貫して上昇を続けていたこと，原告の扱っている商品の主力は
基礎化粧品であり，しかも自然派化粧品として同一の顧客により継続的に使用され
ることが想定されているものであって，景気の変動による売上の急激な変化は生じ
にくいと考えられること等の事情に照らせば，上記(イ)のような急激な営業利益の
低下は，被告アザレプロダクツの不正競争行為により生じたものと認められ，被告
アザレプロダクツによる不正競争行為がなければ，原告は第１６期ないし第１８期
の３年間の営業利益に相当する額を第１９期ないし第２１期にも上げられたものと
認められる。
　　　　　　したがって，上記(ア)と(イ)の差額である，１７億８７３７万５３９
２円が被告アザレプロダクツによる不正競争行為により原告に生じた損害として，
不正競争行為と相当因果関係のある損害（不正競争防止法５条４項参照）と認める
のが相当である（なお，原告は，平成１５年１月１日分以降に生じた損害について
も請求しているが，これを認めるべき的確な証拠はなく，本件全証拠によっても認
めることはできない。）。
　　　　(エ)　弁護士費用
　　　　　　原告が本件訴訟の訴訟追行を弁護士に委任したことは，当裁判所に顕
著であるところ，本件事案の性質，内容，本件訴訟の手続の経緯等の諸般の事情を
勘案すると，被告アザレプロダクツの不正競争行為と相当因果関係を有する弁護士
費用としては，５０００万円をもって相当と認める。
　　　ウ　以上のとおりであるから，被告Ｇ，同アザレプロダクツ及び同共和化粧
品に対する損害賠償請求については，被告アザレプロダクツ及び同共和化粧品に対
して，１８億３７３７万５３９２円及びこれに対する平成１３年１０月２０日（被
告全員に対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかである。）から支払
済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金につき連帯支払を求める限度で



理由があり，その余は理由がない。
　　(2)　被告アザレ東京，同アザレアゼット，同アザレウイング及び同アザレ武蔵
野に対する損害賠償請求について
　　　ア　前記６において説示したとおり，被告アザレ東京らは，本件各表示の付
された被告製品を販売していたものである。前記１において認定した本件の事実経
過に照らせば，被告アザレ東京らは，全員で意思を共同し，一体のグループを形成
して，被告アザレプロダクツと意を通じて被告製品を販売していたものであるか
ら，原告に対し共同不法行為者として，不正競争防止法４条に基づく損害賠償責任
を連帯して負うものである。
　　　イ　損害額について
　　　　(ア)　前記１において認定した各事実に証拠（乙３２，６６の１，２，証
人Ｑ，被告Ｇ本人）及び弁論の全趣旨を総合すると，被告アザレ東京らは，東京地
区において，被告アザレ東京を中心として約１２０の営業所で販売グループを形成
していること，平成１２年５月ころから平成１３年１１月ころの１営業所当たりの
年間売上高は少なくとも１４４０万円を下らないことが認められる（証人Ｑは証人
尋問において，乙６６号証の２記載の推定売上額は，同証人の知り得た数字及び同
証人の経験から間違いない売上額を算出し，それを基に売上額を推算したものであ
る旨を証言しており，一定の信用性が認められる。）。そうすると，被告アザレ東
京を中心とする販売グループの年間売上高は，以下の計算式のとおり１７億２８０
０万円を下らないものと認められる。
　　　　　（計算式）
　　　　　　　14,400,000×120＝1,728,000,000
　　　　　　この年間売上高を基に，平成１２年５月１日から平成１３年１１月３
０日までの１９か月間の被告アザレ東京を中心とする販売グループ売上高を算定す
ると，下記の計算式のとおり２７億３６００万円となる。
　　　　　（計算式）
　　　　　　　1,728,000,000×19/12＝2,736,000,000
　　　　(イ)　被告製品の小売販売によって得られる利益は，小売価格の１割５分
程度と推測される（この点につき被告らは争っていない。）ので，上記期間におい
て不正競争防止法５条２項により原告の損害と推定される金額は，少なくとも上記
の売上高２７億３６００万円に１割５分を乗じた４億１０４０万円を下ることはな
い。
　　　　(ウ)　弁護士費用
　　　　　　原告が本件訴訟の訴訟追行を弁護士に委任したことは，当裁判所に顕
著であるところ，本件事案の性質，内容，請求額等諸般の事情を勘案すると，被告
アザレ東京らの不正競争行為と相当因果関係を有する弁護士費用としては，２００
０万円をもって相当と認める。
　　　ウ　以上のとおりであるから，被告アザレ東京らに対する損害賠償請求は，
被告アザレ東京らに対して，４億３０４０万円及びこれに対する平成１３年１０月
２０日（被告全員に対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかであ
る。）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金につき連帯支払
を求める限度で理由があるということになるが，本件においては，原告は被告アザ
レ東京らに対し，４億２９００万円とこれに対する平成１３年１０月２０日から支
払済みまで年５分の割合による金員についての連帯支払いを求めているのみである
ので，被告アザレ東京らに対する上記損害賠償請求は理由がある。
　　(3)　なお，本件において，被告アザレプロダクツ及び同共和化粧品の損害賠償
債務（上記(1)）と被告アザレ東京らの損害賠償債務（上記(2)）とは，共同不法行
為者の損害賠償債務として，両者が重複する限度において不真正連帯債務の関係と
なる。
　９　結論
　　　以上のとおりであるから，原告の被告らに対する請求は，被告Ｇを除くその
余の被告らに対して，上記の各請求を行う限度で理由がある（被告Ｇに対する請求
及び被告被告アザレプロダクツ及び同共和化粧品に対するその余の請求は理由がな
い。）。また，仮執行宣言については，本件においては相当でないので，これを付
さないこととする。
　　  よって，主文のとおり判決する。

　　　　　東京地方裁判所民事第４６部
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